
中
部
小
学
校  

４
年

｢

祖
光
院
の
彼
岸
花｣

松
戸
市
小
中
学
生
観
光
絵
画
展

松
戸
市
長
賞
受
賞
作
品

　

皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
い
た
市
税

は
、
市
民
生
活
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
、

市
が
行
う
社
会
福
祉
の
充
実
、
ご
み
対

策
や
保
健
衛
生
の
充
実
、
教
育
・
文
化
・

ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
、
道
路
・
河
川
・
公

園
な
ど
の
整
備
、
消
防
・
防
災
対
策
の

充
実
、
商
工
業
や
農
業
の
振
興
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
事
業
や
施
策
に
要
す
る
費

用
に
充
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
税
特
集
号
は
、
こ
の
よ
う
な
貴

重
な
財
源
と
し
て
の
市
税
の
あ
ら
ま
し

に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

広報

2/10
2014.  No1474

税特集号

市民税・県民税の申告について

　松戸税務署からのお知らせ

固定資産税・都市計画税

軽自動車税

　市税1万円の使いみち

市税の納期内納付にご協力を

中学生の税についての作文

･････２～３
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こ
の
ま
ち
・
松
戸

　

あ
な
た
の
税
が

　
　
　

い
き
て
い
ま
す
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西
川
拓
吾
さ
ん

 

に
し 

か
わ 

た
く 

ご

住
ん
で
よ
い
ま
ち

ま
ち

訪
ね
て
よ
い

を
め
ざ
し
て



●広報まつど　2014年（平成26年）2月10日

申告書はご自分で書いて、提出は便利な郵送をご利用ください 
市民税課（個人）�366－7322 
　　　　（法人）�366－7136   
mcshiminzei@city.matsudo.chiba.jp

問 

※市役所本館2階大会議室では市民税・県民税申告書の受け付けのみ行い、所得税の確定申告書の
作成は行いません。ダイエー松戸西口店6階の確定申告書作成会場をご利用ください。 

個人市民税・県民税はかかりません
が、国民健康保険料や介護保険料の
基礎資料・非課税証明書の発行資料
となりますので申告してください。
ただし、同一世帯の親族の扶養に入
っていて、扶養者がすでに申告して
いる場合は申告の必要はありません。 

申告が必要な人 

平成25年中に収入 
はありましたか？ 

給与所得以外にも所得 
がありますか？ 

公的年金等収入のみ 
ですか？ 

税務署に所得税の 
確定申告書を提出 
しますか？ 

収入に給与所得がありますか？ 

はい いいえ 

勤務先から松戸市に給与支払報告 
書が提出されていますか？ 
（不明な人は勤務先でご確認ください） 

【スタート】 

※公的年金等の収入が400万円以下、かつその他の所得が20万円以下の人は所
得税の確定申告が不要ですが、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている
控除（社会保険料控除等）以外の控除（医療費控除等）の適用を個人市民税・
県民税で受ける場合には申告が必要です。また、公的年金以外の所得がある場
合にも申告が必要です。 

平成26年1月1日現在、松
戸市に住所または事業所等
がありましたか？ 

①に該当する人…松戸市に申告する必要があります。 
②に該当する人…松戸市に申告する必要はありません。 
③に該当する人…原則、松戸市に申告する必要はありません。（※） 

① 

② ③ 

② 

① 

申 告 受 付 会 場  
受付会場 … 市役所本館2階 大会議室・各市民センター等 

1階またはエレベーター等が設置されている会場 
●市役所  本館2階  大会議室（階段昇降機・エレベーターあり） 

●常盤平市民センター 1階 

●小金保健福祉センター 3階（エレベーターあり）　 

●小金原市民センター 2階（エレベーターあり）　 

●六実市民センター 2階（エレベーターあり） 

受付時間 … 9時～11時30分・13時～16時30分 
※介添えの必要な人は、下記の会場が便利です。 

（受付日は3ページのとおりです） 

松
戸
市
の
個
人
市
民
税
は
、
毎
年
1

月
1
日
現
在
、
松
戸
市
に
居
住
し
て
い
る

個
人
に
課
税
さ
れ
る
税
金
で
、
前
年
一

年
間
の
所
得
を
基
に
計
算
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
個
人
県
民
税
は
個
人
市
民
税

と
一
緒
に
納
め
て
い
た
だ
き
、
市
を
経

由
し
て
県
へ
送
ら
れ
て
い
ま
す
。

※
個
人
市
民
税
・
県
民
税
は
地
方
税
法

に
よ
り
税
率
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す

の
で
、
市
町
村
に
よ
り
税
率
が
異
な

る
こ
と
は
原
則
あ
り
ま
せ
ん
。

個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
書
は
、

2
月
上
旬
に
、
原
則
と
し
て
前
年
に
個

人
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
を
し
、
確

定
申
告
が
不
要
だ
っ
た
人
、
前
年
に
会

社
を
退
職
し
た
人
、
前
年
に
松
戸
市
へ

転
入
し
た
人
へ
郵
送
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
申
告
書
は
市
民
税
課
、
各
支

所
、
申
告
会
場
に
備
え
て
あ
り
ま
す
。

申
告
書
、給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
、

公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
、
国
民
健

康
保
険
や
国
民
年
金
等
社
会
保
険
料
の

控
除
証
明
書
（
国
民
年
金
に
つ
い
て
は

支
払
い
を
証
す
る
書
類
）、
生
命
保
険

料
・
地
震
保
険
料
、
長
期
損
害
保
険
料

（
平
成
18
年
以
前
に
契
約
し
た
も
の
）

の
払
込
証
明
書
、
認
め
印
、
銀
行
等
の

口
座
番
号
（
所
得
税
還
付
の
場
合
）

毎
年
、
各
申
告
会
場
が
大
変
混
雑
す

る
た
め
、
郵
送
に
よ
る
申
告
を
お
勧
め

し
ま
す
。
申
告
書
に
氏
名
・
住
所
・
連

絡
先
を
記
入
し
て
、
押
印
の
上
、
右
記

の
「
申
告
に
必
要
な
も
の
」
を
同
封
し

て
、「
〒
271
│

8
5
8
8
松
戸
市
役
所

市

民
税
課
」
ま
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。
控

え
が
必
要
な
人
は
、
切
手
を
貼
り
住

所
・
氏
名
を
記
入
し
た
返
信
用
封
筒
を

同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
申
告
書
に
は
必
ず
連
絡
先
を
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

●
均
等
割
税
率
の
改
正

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
東
日
本
大
震
災

復
興
基
本
法
の
第
2
条
に
定
め
る
基
本

理
念
に
基
づ
き
、
平
成
23
年
度
か
ら
平

成
27
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
地
方
公

共
団
体
が
実
施
す
る
防
災
の
た
め
の
施

策
に
要
す
る
費
用
の
財
源
を
確
保
す
る

た
め
、
臨
時
措
置
と
し
て
個
人
市
民

税
・
県
民
税
の
均
等
割
の
標
準
税
率
に

つ
い
て
地
方
税
法
の
特
例
が
定
め
ら
れ

ま
し
た
。
こ
の
特
例
に
よ
り
平
成
26
年

度
か
ら
平
成
35
年
度
ま
で
の
10
年
間
に

限
り
、
個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
均
等

割
の
標
準
税
率
に
つ
い
て
、
市
民
税
に

五
百
円
、
県
民
税
に
五
百
円
が
加
算
さ

れ
ま
す
（
表
１
参
照
）。

●
給
与
所
得
控
除
の
改
正

そ
の
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が

千
五
百
万
円
を
超
え
る
場
合
の
給
与
所

得
控
除
に
つ
い
て
、
二
百
四
十
五
万
円
の

上
限
が
設
け
ら
れ
ま
す
（
表
2
参
照
）。

●
給
与
所
得
者
の
特
定
支
出
控
除
の
改
正

給
与
所
得
者
の
特
定
支
出
控
除
に
つ

い
て
、
範
囲
の
拡
大
と
適
用
判
定
基
準

の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
給
与
所
得
者
の

実
額
控
除
の
機
会
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

�
範
囲
の
拡
大

弁
護
士
、
公
認
会
計
士
、
税
理
士
な

ど
の
資
格
取
得
費
、
勤
務
必
要
経
費

（
図
書
費
、
衣
服
費
、
交
際
費
等
）
が

特
定
支
出
に
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

�
適
用
判
定
基
準
の
見
直
し

適
用
判
定
の
基
準
が
給
与
所
得
控
除

額
の
総
額
か
ら
給
与
所
得
控
除
額
の
二

分
の
一
（
最
高
百
二
十
五
万
円
）
に
緩

和
さ
れ
ま
し
た
。

●
公
的
年
金
所
得
者
の
寡
婦
（
寡
夫
）

控
除
に
係
る
申
告
手
続
の
簡
素
化

公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所

得
を
有
し
な
か
っ
た
者
が
、
寡
婦
（
寡

夫
）
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の

個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
書
の
提

出
が
不
要
と
な
り
ま
し
た
。

た
だ
し
、
年
金
保
険
者
に
提
出
す
る

扶
養
控
除
申
告
書
に
「
寡
婦
（
寡
夫
）」

の
記
載
を
忘
れ
た
人
は
、「
寡
婦
（
寡

夫
）」
の
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
場
合
、
控
除
の
適
用
に
あ
た
っ

て
は
、
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

夫・妻の所得から（参考） 

100万円以下 
（所得35万円以下） 

100万円超 
（所得35万円超）～ 
103万円以下 
（所得38万円以下） 

103万円超 
（所得38万円超）～

 141万円未満 
（所得76万円未満） 

141万円以上 
（所得76万円以上） 

 かからない かからない 受けられる 受けられない 

 かからない かかる 受けられる 受けられない 

 かかる かかる 受けられない 受けられる 

 かかる かかる 受けられない 受けられない 

配偶者控除 配偶者 特別控除 

所得税  
個人市民税・ 
県民税 

パート収入金額 1
年
間
（
1
月
1
日
〜
12
月
31
日
）に

支
払
っ
た
医
療
費
か
ら
生
命
保
険
な

ど
の
給
付
金
や
高
額
療
養
費
の
支
給

な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額
を
差
し

引
い
た
額
が
、
十
万
円
か
所
得
の
五
％

の
い
ず
れ
か
少
な
い
方
の
金
額
を
超

え
た
場
合
（
上
限
二
百
万
円
）
で
す
。

平
成
21
年
〜
25
年
ま
で
の
間
に
入
居

し
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
（
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
）
を
受
け
た
人

で
、
所
得
税
に
お
い
て
控
除
し
き
れ
な

か
っ
た
金
額
が
あ
る
場
合
は
、
翌
年
度

の
個
人
市
民
税
・
県
民
税
に
お
い
て
住

宅
ロ
ー
ン
控
除
（
上
限
九
万
七
千
五
百

円
）
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
平
成
11
年
〜
18
年
ま
で
の
間

に
入
居
し
、
平
成
19
年
分
か
ら
所
得
税

の
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
を
受
け
て
い
る
人

も
引
き
続
き
対
象
と
な
り
ま
す
。

パ
ー
ト
収
入
は
、
通
常
給
与
所
得
と

な
り
ま
す
。
給
与
所
得
は
、
パ
ー
ト
収

入
か
ら
給
与
所
得
控
除
額
（
最
低
六
十

五
万
円
）
を
引
い
た
金
額
で
す
。
パ
ー

ト
収
入
が
百
万
円
以
下
の
場
合
は
、
個

人
市
民
税
・
県
民
税
は
、
課
税
さ
れ
ま

せ
ん
。
ま
た
、
百
三
万
円
以
下
で
あ
れ

ば
、
そ
の
人
の
配
偶
者
は
配
偶
者
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
配
偶
者

の
所
得
の
非
課
税
限
度
額
と
配
偶
者
控

除
・
配
偶
者
特
別
控
除
の
関
係
は
左
記

の
表
の
と
お
り
で
す
。

●
納
税
者
本
人
や
そ
の
家
族
が
病
気
や

け
が
等
に
よ
り
、
高
額
の
医
療
費
を

支
払
っ
た
場
合
に
は
、
申
告
す
る
こ

と
に
よ
り
一
定
金
額
の
所
得
控
除
が

受
け
ら
れ
、
所
得
税
額
や
個
人
市
民

税
・
県
民
税
額
が
軽
減
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

●
医
療
費
控
除
が
受
け
ら
れ
る
の
は
、

個
人
市
民
税

個
人
市
民
税
・
県
民
税

県
民
税
の
概
要
概
要 

個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
概
要 

個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
書 

申
告
に
必
要
な
も
の 

郵
送
に
よ
る
申
告
受
付 

医
療
費
控
除 

法
人
市
民
税 

パ
ー
ト
収
入
の
非
課
税
限
度
額 

所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控 

除
を
引
き
き
れ
な
か
っ
た
人 

公
的
年
金
等
に
か
か
る
個
人 

市
民
税
・
県
民
税
の
徴
収
方 

法
に
つ
い
て 

公
的
年
金
等
に
か
か
る
個
人
市
民 

税
・
県
民
税
の
徴
収
方
法
に
つ
い
て 

26

平
成
　
年
度
個
人
市
民
税
・
県 

民
税
に
か
か
る
主
な
税
制
改
正 

個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
概
要 

個
人
市
民
税

個
人
市
民
税
・
県
民
税

県
民
税
の
申
告
書

申
告
書 

個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
書 

申
告
に
必
要
な
も
の 

郵
送
に
よ
る
申
告
受
付 

医
療
費
控
除 

法
人
市
民
税 

パ
ー
ト
収
入
の
非
課
税
限
度
額 

所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控 

除
を
引
き
き
れ
な
か
っ
た
人 

公
的
年
金
等
に
か
か
る
個
人 

市
民
税
・
県
民
税
の
徴
収
方 

法
に
つ
い
て 

公
的
年
金
等
に
か
か
る
個
人
市
民 

税
・
県
民
税
の
徴
収
方
法
に
つ
い
て 

26

平
成
　
年
度
個
人
市
民
税
・
県 

民
税
に
か
か
る
主
な
税
制
改
正 

個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
概
要 

個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
書 

申
告
に
必
要
な
も
の 

郵
送
に
よ
る
申
告
受
付

郵
送
に
よ
る
申
告
受
付 

郵
送
に
よ
る
申
告
受
付 

医
療
費
控
除 

法
人
市
民
税 

パ
ー
ト
収
入
の
非
課
税
限
度
額 

所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控 

除
を
引
き
き
れ
な
か
っ
た
人 

公
的
年
金
等
に
か
か
る
個
人 

市
民
税
・
県
民
税
の
徴
収
方 

法
に
つ
い
て 

公
的
年
金
等
に
か
か
る
個
人
市
民 

税
・
県
民
税
の
徴
収
方
法
に
つ
い
て 

26

平
成
　
年
度
個
人
市
民
税
・
県 

民
税
に
か
か
る
主
な
税
制
改
正 

個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
概
要 

個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
書 

申
告
に
必
要
な
も
の 

郵
送
に
よ
る
申
告
受
付 

医
療
費
控
除 

法
人
市
民
税 

パ
ー
ト
収
入
の
非
課
税
限
度
額 

所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控 

除
を
引
き
き
れ
な
か
っ
た
人 

公
的
年
金
等
に
か
か
る
個
人 

市
民
税
・
県
民
税
の
徴
収
方 

法
に
つ
い
て 

公
的
年
金
等
に
か
か
る
個
人
市
民 

税
・
県
民
税
の
徴
収
方
法
に
つ
い
て 

26

平
成
平
成
　
年
度
個
人
市
民

年
度
個
人
市
民
税
・
県 

民
税
民
税
に
か
か
る
主
な
税
制
改
正

税
制
改
正 

平
成
　
年
度
個
人
市
民
税
・
県 

民
税
に
か
か
る
主
な
税
制
改
正 

26

個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
概
要 

個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
書 

申
告
に
必
要
な
も
の

申
告
に
必
要
な
も
の 

申
告
に
必
要
な
も
の 

郵
送
に
よ
る
申
告
受
付 

医
療
費
控
除 

法
人
市
民
税 

パ
ー
ト
収
入
の
非
課
税
限
度
額 

所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控 

除
を
引
き
き
れ
な
か
っ
た
人 

公
的
年
金
等
に
か
か
る
個
人 

市
民
税
・
県
民
税
の
徴
収
方 

法
に
つ
い
て 

公
的
年
金
等
に
か
か
る
個
人
市
民 

税
・
県
民
税
の
徴
収
方
法
に
つ
い
て 

26

平
成
　
年
度
個
人
市
民
税
・
県 

民
税
に
か
か
る
主
な
税
制
改
正 

個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
概
要 

個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
書 

申
告
に
必
要
な
も
の 

郵
送
に
よ
る
申
告
受
付 

医
療
費
控
除

医
療
費
控
除 

医
療
費
控
除 

法
人
市
民
税 

パ
ー
ト
収
入
の
非
課
税
限
度
額 

所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控 

除
を
引
き
き
れ
な
か
っ
た
人 

公
的
年
金
等
に
か
か
る
個
人 

市
民
税
・
県
民
税
の
徴
収
方 

法
に
つ
い
て 

公
的
年
金
等
に
か
か
る
個
人
市
民 

税
・
県
民
税
の
徴
収
方
法
に
つ
い
て 

26

平
成
　
年
度
個
人
市
民
税
・
県 

民
税
に
か
か
る
主
な
税
制
改
正 

個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
概
要 

個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
書 

申
告
に
必
要
な
も
の 

郵
送
に
よ
る
申
告
受
付 

医
療
費
控
除 

法
人
市
民
税 

パ
ー
ト
収
入
の
非
課
税
限
度
額 

所
得
税
か

所
得
税
か
ら
住
宅

ら
住
宅
ロ
ー
ン
控 

除
を
引

除
を
引
き
き
れ
な
か
っ
た
人 

所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控 

除
を
引
き
き
れ
な
か
っ
た
人 

公
的
年
金
等
に
か
か
る
個
人 

市
民
税
・
県
民
税
の
徴
収
方 

法
に
つ
い
て 

公
的
年
金
等
に
か
か
る
個
人
市
民 

税
・
県
民
税
の
徴
収
方
法
に
つ
い
て 

26

平
成
　
年
度
個
人
市
民
税
・
県 

民
税
に
か
か
る
主
な
税
制
改
正 

個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
概
要 

個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
書 

申
告
に
必
要
な
も
の 

郵
送
に
よ
る
申
告
受
付 

医
療
費
控
除 

法
人
市
民
税 

パ
ー
ト
収
入
収
入
の
非
課
税
限
度
額

非
課
税
限
度
額 

パ
ー
ト
収
入
の
非
課
税
限
度
額 

所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控 

除
を
引
き
き
れ
な
か
っ
た
人 

公
的
年
金
等
に
か
か
る
個
人 

市
民
税
・
県
民
税
の
徴
収
方 

法
に
つ
い
て 

公
的
年
金
等
に
か
か
る
個
人
市
民 

税
・
県
民
税
の
徴
収
方
法
に
つ
い
て 

26

平
成
　
年
度
個
人
市
民
税
・
県 

民
税
に
か
か
る
主
な
税
制
改
正 

均等割  
特 例 期 間 

（平成26年度から平成35年度） 
現　行 

（平成25年度まで） 

市民税 

県民税 

合  計 

3,000円 

1,000円 

4,000円 

※均等割のかからない人については、加算額についても課税されません。 

※給与所得金額は給与収入金額から給与所得控除額を差し引き算出します。 

3,500円 

1,500円 

5,000円 

表1　特例による均等割額 

給与収入金額 
給与所得控除額 

改 正 前 改 正 後 

�����万円超 
�����万円以下 給与収入金額×�％ 

＋���万円

給与収入金額×�％ 
＋���万円

245万円 

表2　給与所得控除額速算表（改正部分） 

�����万円超 



●広報まつど　2014年（平成26年）2月10日

9時～11時30分／13時～16時30分 
2月17日（月）～3月17日（月） 申告期間 

受付時間 
※市役所本館2階大会議室では市民税・県民税申告書の受け付けのみ行い、所得税の確定申告書の
作成は行いません。ダイエー松戸西口店6階の確定申告書作成会場をご利用ください。 

※市役所本館2階大会議室では市民税・県民税申告書の受け付けのみ行い、所得税の確定申告書の
作成は行いません。ダイエー松戸西口店6階の確定申告書作成会場をご利用ください。 

公
的
年
金
等
に
か
か
る
個
人
市
民

税
・
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
公
的
年
金

等
受
給
者
の
納
税
の
便
宜
や
個
人
市
民

税
・
県
民
税
徴
収
の
効
率
化
を
図
る
た

め
、
老
齢
基
礎
年
金
等
か
ら
特
別
徴
収

（
引
き
落
と
し
）
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収

す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
対
象
と
な
る
人

前
年
中
に
公
的
年
金
等
の
支
払
い
を

受
け
た
人
で
、
特
別
徴
収
す
る
年
度
の

初
日（
4
月
1
日
）に
お
い
て
老
齢
基
礎

年
金
等
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
65
歳

以
上
の
人
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
次
の
場
合
に
は
特
別
徴
収

の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

①
老
齢
基
礎
年
金
等
の
給
付
額
の
年
額

が
十
八
万
円
未
満
の
人

②
当
該
年
度
の
特
別
徴
収
税
額
が
所
得

税
、
介
護
保
険
料
、
国
民
健
康
保
険

料
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

を
控
除
し
た
後
の
老
齢
基
礎
年
金
等

の
給
付
額
を
超
え
る
人

③
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
1

月
1
日
以
後
引
き
続
き
松
戸
市
に
住

所
を
有
し
な
い
人

④
松
戸
市
の
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら

引
き
落
と
し
さ
れ
て
い
な
い
人

●
対
象
と
な
る
税
額

公
的
年
金
等
に
か
か
る
所
得
か
ら
算

出
し
た
個
人
市
民
税
・
県
民
税
で
す
。

給
与
所
得
等
、
公
的
年
金
等
以
外
の
所

得
に
か
か
る
個
人
市
民
税
・
県
民
税
に

つ
い
て
は
、
別
途
徴
収
さ
れ
ま
す
。

●
年
金
特
別
徴
収
が
停
止
に
な
る
場
合

①
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る
年
金
の
支
給

を
受
け
な
く
な
っ
た
場
合

②
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る
年
金
受
給
者

が
転
出
・
死
亡
し
た
場
合

③
松
戸
市
の
介
護
保
険
料
を
年
金
か
ら

引
け
な
く
な
っ
た
場
合

④
所
得
税
、
介
護
保
険
料
、
国
民
健
康

保
険
料
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
、
個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
合

計
額
が
特
別
徴
収
対
象
年
金
の
支
払

額
を
超
え
る
場
合

⑤
納
税
通
知
書
発
送
後
に
年
税
額
が
変

更
に
な
っ
た
場
合
や
、
公
的
年
金
か

ら
の
特
別
徴
収
税
額
が
変
更
に
な
っ

た
場
合

市
内
に
事
務
所
・
事
業
所
を
有
す
る

法
人
に
課
税
し
ま
す
。
内
容
は
、
資
本

金
等
の
額
・
従
業
者
数
に
よ
り
区
分
さ

れ
る
「
均
等
割
」
と
、
資
本
金
等
の
額
・

法
人
税
額
に
よ
り
区
分
し
た
「
法
人
税

割
」
か
ら
な
り
ま
す
。
原
則
と
し
て
、
事

業
年
度
終
了
の
日
か
ら
2
カ
月
以
内
に

確
定
申
告
を
し
て
納
め
ま
す
。
ま
た
、

事
業
年
度
が
6
カ
月
を
超
え
る
法
人
は

前
事
業
年
度
の
法
人
税
額
に
よ
り
、
中

間
（
予
定
）
申
告
納
付
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

松
戸
税
務
署
か
ら
の

お
知
ら
せ

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
・
贈
与
税
・
消
費
税
の
確
定
申

告
書
作
成
会
場
を
『
ダ
イ
エ
ー
松
戸

西
口
店
6
階
』に
開
設
し
て
い
ま
す

●
開
設
期
間

3
月
17
日
�
ま
で

※
土
・
日
曜
日
、祝
日
を
除
き
ま
す
が
、

2
月
23
日
、
3
月
2
日
の
日
曜
日
は

開
場
し
ま
す
。

●
相
談
受
付

9
時
か
ら
16
時
ま
で

（
た
だ
し
、
提
出
の
み
の
場
合
は
17
時

ま
で
）

●
注
意
事
項

開
設
期
間
中
は
税
務
署

内
に
「
確
定
申
告
書
作
成
会
場
」
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、申
告
書
の
提

出
の
み
の
場
合
は
受
け
付
け
て
い
ま

す
。（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

会
場
に
は
無
料
の
駐
車
場
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
ご
来
場
の
際
は
公
共

交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

申
告
書
は
ご
自
分
で
書
い
て
、

提
出
は
お
早
め
に

●
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の

申
告
と
納
税
は
、
3
月
17
日
�
ま
で

●
贈
与
税
の
申
告
と
納
税
は
、
3
月
17

日
�
ま
で

●
個
人
事
業
者
の
消
費
税
の
申
告
と
納

税
は
、
3
月
31
日
�
ま
で

●
平
成
23
年
分
の
課
税
売
上
高
が
一
千
万

円
を
超
え
る
人
ま
た
は
消
費
税
課
税
事

業
者
選
択
届
出
書
を
提
出
し
て
い
る

人
は
消
費
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

●
申
告
書
の
作
成
を
税
理
士
に
依
頼
さ

れ
る
際
は
、
偽
税
理
士
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

申
告
書
等
を
作
成
で
き
ま
す

●
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
・

消
費
税
・
贈
与
税
の
確
定
申
告
等
が

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
使
え
ば
、

24
時
間
い
つ
で
も
作
成
で
き
ま
す
。

作
成
し
た
申
告
書
等
は
郵
送
等
で
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
ま
た
、ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
す
れ
ば
作
成

し
た
申
告
書
デ
ー
タ
に
電
子
証
明
を

添
付
し
て
、
そ
の
ま
ま
送
信
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

●
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
の
メ
リ
ッ
ト

�
医
療
費
の
領
収
書
や
源
泉
徴
収
票
等
、

添
付
書
類
の
提
出
ま
た
は
提
示
を
省
略

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
還
付
金
を
早
く
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（

http
://w

w
w
.n
ta.g
o.jp

）

申
告
書
の
提
出
は
郵
便
・
信
書

便
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す

●
郵
便
ま
た
は
信
書
便
で
提
出
す
る
人

は
、
封
筒
の
裏
面
に
、
住
所
・
氏
名

を
お
書
き
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
申
告

書
の
控
え
に
受
付
印
が
必
要
な
人

は
、控
え
も
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
記
載
し
、

切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同
封

し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
・
届
出
書
等
は
「
信
書
」
に

該
当
し
ま
す
の
で
、
郵
便
ま
た
は
信

書
便
で
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

納
税
は
便
利
な
振
替
納
税
で

●
納
税
は
、
便
利
な
振
替
納
税
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

○
所
得
税
の
振
替
日
…
4
月
22
日
�

○
消
費
税
の
振
替
日
…
4
月
24
日
�

お
申
し
込
み
は
税
務
署
ま
た
は
金
融

機
関
へ
。

松
戸
税
務
署

�
363
・
1
1
7
1
（
代
表
）

〒
271-

8
5
3
3

松
戸
市
小
根
本
53
の
3

問
URL

※各会場とも駐車場の数が限られています。ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。 

期　日 

会　場 

※土・日曜日の受け付けは行っていません。 各会場での受付日は下表のとおりです（○印が実施日） 

市役所本館2階大会議室 

常盤平市民センター1階 

新松戸市民センター2階 

小金原市民センター2階 

六実市民センター2階 

小金保健福祉センター3階 

矢切支所2階 

 （月） （火） （水） （木） （金） （月） （火） （水） （木） （金） （月） （火） （水）  （木） （金） （月） （火） （水） （木） （金） （月） 
 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 3 4 5  6 7 10 11 12 13 14 17

2　　　　月 3　　　　月 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
○ ─ ○ ○ ○ ○ ─ ○ ○ ○ ○ ─ ○ ○ ○ ○ ─ ○ ○ ○ ○  
○ ○ ─ ○ ○ ○ ○ ─ ○ ○ ○ ○ ─ ○ ○ ○ ○ ─ ○ ○ ○  
○ ○ ○ ○ ─ ○ ○ ○ ○ ─ ○ ○ ○ ○ ─ ○ ○ ○ ○ ─ ○  
○ ○ ○ ─ ○ ○ ○ ○ ─ ○ ○ ○ ○ ─ ○ ○ ○ ○ ─ ○ ○  
─ ○ ○ ○ ○ ─ ○ ○ ○ ○ ─ ○ ○ ○ ○ ─ ○ ○ ○ ○ ─  
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─  

馬
橋
支
所
は
会
場
の
都
合
に
よ
り
受
け

付
け
を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
 

ま
た
、
東
部
支
所
に
つ
い
て
も
、
平
成

●
年
度
の
申
告
に
限
り
、
会
場
の
都
合

に
よ
り
受
け
付
け
は
行
い
ま
せ
ん
。
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公的年金からの特別徴収（引き落とし）の例 
◆ 特別徴収の対象税額と徴収方法（初年度） 

◆ 前年度が特別徴収だった人（2年度目以降） 

 1期（6月末） 2期（8月末） 10 月 12 月 2 月 
 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000

 4 月 6 月 8 月 10 月 12 月 2 月 
 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

 普通徴収（自分で納付） 特別徴収（引き落とし） 

 特別徴収（仮徴収） 特別徴収（本徴収） 

徴収方法 
徴収月 

税額（円） 

徴収方法 
徴収月 

税額（円） 

 年税額の4分の1ずつ 年税額の6分の1ずつ 

前年度2月と同じ額 

※公的年金等に係る年税額が12,000円で、次年度も同額の場合。 

年税額から仮徴収した額を 
控除した額の3分の1ずつ 

法人の区分 法人の区分 税  率 

12.3％ 

14.7％ 

均
　
　
等
　
　
割
 

50人以下 

50人超 

50人以下 

50人超 

50人以下 

50人超 

50人以下 

50人超 

50人以下 

50人超 

5万円 

12万円 

13万円 

15万円 

16万円 

40万円 

41万円 

175万円 

41万円 

300万円 

※資本金等の額は、資本金の
　額または出資金額と資本
　積立金額との合計額です。 

上記に掲げる 
法人以外 

法
　
人
　
税
　
割
 

資本金等の
額が1億円
以下で、か
つ法人税額
が年500万
円以下（分
割法人にお
いては分割
前の額） 

均等割額 
（年額） 資本金等 

の額 
市内の 
従業者数 

1千万円 
以下 

1千万円超 
1億円以下 

50億円超 

10億円超 
50億円以下 

1億円超 
10億円以下 

個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
概
要 

個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
書 

申
告
に
必
要
な
も
の 

郵
送
に
よ
る
申
告
受
付 

医
療
費
控
除 

法
人
市
民
税 

パ
ー
ト
収
入
の
非
課
税
限
度
額 

所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控 

除
を
引
き
き
れ
な
か
っ
た
人 

公
的
年
金

公
的
年
金
等
に
か
か
る
個
人
個
人 

市
民
税

市
民
税
・
県
民
税

県
民
税
の
徴
収
方

徴
収
方 

法
に
つ
い
て 

公
的
年
金
等
に
か
か
る
個
人 

市
民
税
・
県
民
税
の
徴
収
方 

法
に
つ
い
て 

公
的
年
金
等
に
か
か
る
個
人
市
民 

税
・
県
民
税
の
徴
収
方
法
に
つ
い
て 

26

平
成
　
年
度
個
人
市
民
税
・
県 

民
税
に
か
か
る
主
な
税
制
改
正 

個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
概
要 

個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
書 

申
告
に
必
要
な
も
の 

郵
送
に
よ
る
申
告
受
付 

医
療
費
控
除 

法
人
市
民
税

法
人
市
民
税 

法
人
市
民
税 

パ
ー
ト
収
入
の
非
課
税
限
度
額 

所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控 

除
を
引
き
き
れ
な
か
っ
た
人 

公
的
年
金
等
に
か
か
る
個
人 

市
民
税
・
県
民
税
の
徴
収
方 

法
に
つ
い
て 

公
的
年
金
等
に
か
か
る
個
人
市
民 

税
・
県
民
税
の
徴
収
方
法
に
つ
い
て 

26

平
成
　
年
度
個
人
市
民
税
・
県 

民
税
に
か
か
る
主
な
税
制
改
正 

本町 
（交差点） 

西口 
駅前広場 

�至 
北千住 

【交通】JR線・新京成線「松戸駅」西口から徒歩5分 
【所在地】松戸市根本4の2

至柏� 

根本 
（交差点） 松戸野田線 

松戸駅 

岩
瀬
こ
線
橋 

ダ
イ
エ
ー 

松
戸
西
口
店
6
階
 



●広報まつど　2014年（平成26年）2月10日

固
定
資
産
税
は
、
1
月
1
日
現
在
で
、

固
定
資
産
（
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
）

を
所
有
し
て
い
る
人
が
納
税
義
務
者
と

な
り
、
そ
の
固
定
資
産
の
所
在
す
る
市

町
村
に
納
め
る
税
金
で
す
。

固
定
資
産
の
評
価
替
え
と
は
、
地
方

税
法
で
定
め
ら
れ
た
固
定
資
産
評
価
基

準
に
基
づ
き
、
3
年
に
一
度
の
基
準
年

度
（
前
回
は
平
成
24
年
度
）
に
土
地
・

家
屋
の
評
価
を
見
直
す
こ
と
を
い
い
ま

す
。原

則
と
し
て
価
格
は
3
年
間
据
え
置

か
れ
ま
す
が
、
地
価
が
下
落
し
、
価
格

を
据
え
置
く
こ
と
が
適
当
で
は
な
い
と

認
め
ら
れ
る
地
域
の
土
地
に
つ
い
て
は
、

平
成
26
年
度
に
お
い
て
も
、
基
準
年
度

の
価
格
に
そ
の
下
落
状
況
を
反
映
さ
せ

る
修
正
を
加
え
て
、
評
価
の
適
正
化
・

均
衡
化
を
図
り
ま
す
（
償
却
資
産
は
毎

年
度
評
価
を
見
直
し
ま
す
）。

●
評
価
の
し
く
み

土
地
の
評
価
は
地
方
税
法
に
定
め
る

「
固
定
資
産
評
価
基
準
」
に
基
づ
き
、

地
目
別
に
定
め
ら
れ
た
評
価
方
法
に
よ

り
評
価
し
ま
す
。

●
地
目

地
目
と
は
、
宅
地
・
田
・
畑
・
鉱
泉

地
・
池
沼
・
山
林
・
牧
場
・
原
野
お
よ

び
雑
種
地
を
い
い
ま
す
。
た
だ
し
、
松

戸
市
で
は
鉱
泉
地
・
牧
場
・
原
野
に
該

当
す
る
土
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。
固
定
資

産
税
の
評
価
上
の
地
目
は
、
登
記
簿
上

の
地
目
に
か
か
わ
り
な
く
、
1
月
1
日

（
賦
課
期
日
）
の
利
用
状
況
（
現
況
地

目
）
に
よ
り
ま
す
。

●
地
積

地
積
は
、
原
則
と
し
て
登
記
簿
に
登

記
さ
れ
て
い
る
地
積
に
よ
り
ま
す
。

●
価
格
（
評
価
額
）

価
格
と
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
た
固

定
資
産
評
価
基
準
に
基
づ
い
て
評
価
さ

れ
た
額
を
市
長
が
決
定
し
、
固
定
資
産

課
税
台
帳
に
登
録
し
た
も
の
を
い
い
ま

す
。

●
路
線
価
等
の
公
開

納
税
者
の
皆
さ
ん
に
、
土
地
の
評
価

に
対
す
る
理
解
と
認
識
を
深
め
て
い
た

だ
く
た
め
に
、
価
格
の
基
礎
と
な
る
路

線
価
お
よ
び
標
準
宅
地
の
所
在
を
公
開

し
て
い
ま
す
。

路
線
価
と
は

宅
地
の
価
格
を
決
定
す
る
う
え
で
基

礎
と
な
る
価
格
で
、
具
体
的
に
は
道
路

に
面
し
た
標
準
的
な
宅
地
の
一
平
方
�

あ
た
り
の
価
格
を
い
い
ま
す
。

宅
地
の
価
格
は
、
こ
の
路
線
価
に
基

づ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
宅
地
の
状
況
（
間

口
・
奥
行
・
形
状
等
）
に
応
じ
て
求
め

ま
す
。

標
準
宅
地
と
は

市
内
の
地
域
ご
と
の
主
要
な
道
路
に

接
し
た
標
準
的
な
宅
地
を
い
い
ま
す
。

主
要
な
道
路
の
路
線
価
は
、
こ
の
標

準
宅
地
に
つ
い
て
の
地
価
公
示
価
格
等

の
七
割
を
基
に
し
て
求
め
ら
れ
ま
す
。

そ
の
他
の
道
路
に
つ
い
て
は
、
主
要

な
道
路
の
路
線
価
を
基
に
し
て
道
路
の

幅
員
や
公
共
施
設
か
ら
の
距
離
な
ど
に

応
じ
て
求
め
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
路
線
価
お
よ
び
標
準
宅
地
に

つ
い
て
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
地
図

情
報
提
供
サ
ー
ビ
ス
」
内
で
公
開
し
て

い
ま
す
。

（

http
://
w
w
w
.sonicw

eb-asp.jp
/

m
atsudo/

）

●
課
税
標
準
額

地
方
税
法
の
定
め
に
よ
り
、
本
来
は

価
格
が
課
税
標
準
額
（
本
則
課
税
標
準

額
）と
な
り
ま
す
が
、
住
宅
用
地
等
に
つ

い
て
は
、
課
税
標
準
の
特
例
が
設
け
ら

れ
て
お
り
、
価
格
に
特
例
率
を
乗
じ
た

額
が
本
則
課
税
標
準
額
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
税
負
担
の
調
整
措
置
が
適
用

さ
れ
る
場
合
の
課
税
標
準
額
は
、
本
則

課
税
標
準
額
が
上
限
と
な
り
、
こ
れ
に

よ
り
据
え
置
き
や
引
き
下
げ
と
な
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

URL

※
税
相
当
額
＝
課
税
標
準
額
×
税
率

●
住
宅
用
地
に
対
す
る
課
税
標
準
の
特
例

住
宅
用
地
は
、
そ
の
面
積
の
広
さ
に

よ
っ
て
、
小
規
模
住
宅
用
地
と
一
般
住

宅
用
地
に
分
け
て
特
例
措
置
が
適
用
さ

れ
ま
す
。

○
小
規
模
住
宅
用
地

・
二
百
平
方
�
以
下
の
住
宅
用
地
（
二

百
平
方
�
を
超
え
る
場
合
は
住
宅
一

戸
あ
た
り
二
百
平
方
�
ま
で
の
部
分
）

を
小
規
模
住
宅
用
地
と
い
い
ま
す
。

・
小
規
模
住
宅
用
地
の
課
税
標
準
額
に

つ
い
て
は
価
格
の
六
分
の
一
の
額
と

す
る
特
例
措
置
が
あ
り
ま
す
（
都
市

計
画
税
の
特
例
率
は
三
分
の
一
）。

○
一
般
住
宅
用
地

・
小
規
模
住
宅
用
地
以
外
の
住
宅
用
地

を
一
般
住
宅
用
地
と
い
い
ま
す
。
た

と
え
ば
、
三
百
平
方
�
の
住
宅
用
地

（
一
戸
建
住
宅
の
敷
地
）
で
あ
れ
ば
、

二
百
平
方
�
分
が
小
規
模
住
宅
用
地

で
、
残
り
の
百
平
方
�
分
が
一
般
住

宅
用
地
と
な
り
ま
す
。

・
一
般
住
宅
用
地
の
課
税
標
準
額
に
つ

い
て
は
、
価
格
の
三
分
の
一
の
額
と

す
る
特
例
措
置
が
あ
り
ま
す
（
都
市

計
画
税
の
特
例
率
は
三
分
の
二
）。

●
住
宅
用
地
の
範
囲

①
専
用
住
宅
（
も
っ
ぱ
ら
人
の
居
住
の

用
に
供
す
る
家
屋
）
の
敷
地
の
用
に

供
さ
れ
て
い
る
土
地
。
そ
の
土
地
の

全
部（
家
屋
の
床
面
積
の
十
倍
ま
で
）

②
併
用
住
宅
（
一
部
を
人
の
居
住
の
用

に
供
す
る
家
屋
の
う
ち
、
家
屋
の
床

面
積
に
対
す
る
居
住
部
分
の
割
合
が

四
分
の
一
以
上
あ
る
も
の
）
の
敷
地

の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
。
そ
の

土
地
の
面
積
（
家
屋
の
床
面
積
の
十

倍
ま
で
）
に
一
定
の
率
を
乗
じ
て
得

た
面
積
に
相
当
す
る
土
地
。

○
住
宅
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る

土
地
と
は
、
そ
の
住
宅
を
維
持
し
、

ま
た
は
そ
の
効
用
を
果
た
す
た
め
に

使
用
さ
れ
て
い
る
一
画
地
を
い
い
ま

す
。
従
っ
て
、
１
月
１
日
（
賦
課
期

日
）
に
お
い
て
新
た
に
住
宅
の
建
築

が
予
定
さ
れ
て
い
る
土
地
、
あ
る
い

は
住
宅
が
建
築
さ
れ
つ
つ
あ
る
土
地

は
、
特
例
が
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
た

だ
し
、
建
て
替
え
建
築
中
な
ど
で
一

定
の
要
件
を
満
た
す
と
認
め
る
土
地

地
目
は
畑
の
ま
ま
で
す
の
で
、
畑
と

し
て
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。土

地
の
評
価
は
、
地
目
の
別
に

そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
評
価
の
方

法
に
よ
り
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
ま

す
。こ

の
場
合
の
地
目
の
認
定
に
当
た

っ
て
は
、
こ
の
土
地
の
現
況
お
よ
び

利
用
目
的
に
重
点
を
置
き
、
部
分
的

に
僅
少
の
違
い
の
存
す
る
と
き
で
あ

っ
て
も
、
土
地
全
体
と
し
て
の
状
況

を
観
察
し
て
認
定
す
る
も
の
と
さ
れ

て
い
る
た
め
、
登
記
地
目
が
た
と
え

畑
で
あ
っ
て
も
現
況
地
目
は
雑
種
地

と
な
り
ま
す
。

平
成
26
年
1
月
20
日
に
取
り
壊

し
た
家
屋
に
つ
い
て
も
、
平
成

26
年
度
の
固
定
資
産
税
の
課
税
対
象

と
な
り
ま
す
か
。

固
定
資
産
税
は
、１
月
１
日（
賦

課
期
日
）
現
在
に
所
在
し
て
い

る
固
定
資
産
を
課
税
対
象
と
し
て
課

税
さ
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
平
成
26
年
1
月
20

日
に
取
り
壊
さ
れ
た
家
屋
も
1
月
1

日
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、

平
成
26
年
度
の
固
定
資
産
税
の
課
税

対
象
と
な
る
も
の
で
す
。

税 率 0.23%（制限税率 　　 0.3％） 

固定資産税課  �366－7323

mckoteishisan@city.matsudo.chiba.jp

問 

固
定
資
産
税

固
定
資
産
税 

固
定
資
産
税

固
定
資
産
税 

固
定
資
産
税 

売
り
主
の
「
Ａ
さ
ん
」
は
平
成

25
年
12
月
に
自
己
所
有
地
の
売

買
契
約
を
締
結
し
、
平
成
26
年
1
月

10
日
に
は
買
い
主
の
「
Ｂ
さ
ん
」
へ

の
所
有
権
移
転
登
記
を
済
ま
せ
ま
し

た
。
平
成
26
年
度
の
固
定
資
産
税
は

誰
に
課
税
さ
れ
ま
す
か
。

平
成
26
年
度
の
固
定
資
産
税
は

「
Ａ
さ
ん
」
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

地
方
税
法
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
26

年
度
の
固
定
資
産
税
は
、
平
成
26
年

1
月
1
日
（
賦
課
期
日
）
現
在
、
登

記
簿
に
所
有
者
と
し
て
登
記
さ
れ
て

い
る
人
に
対
し
て
全
額
課
税
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の

よ
う
な
場
合
、
税
金
の
負
担
方
法
に

つ
い
て
は
、
売
り
主
と
買
い
主
の
間

で
契
約
書
等
に
よ
っ
て
取
り
決
め
る

こ
と
が
多
く
行
わ
れ
て
い
ま
す
（
家

屋
の
売
買
が
あ
っ
た
場
合
に
も
同
様

の
取
り
扱
い
と
な
り
ま
す
）。

昨
年
、
畑
を
駐
車
場
に
し
た
と

こ
ろ
、
今
年
度
の
課
税
地
目
が

雑
種
地
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
登
記

固
定
資
産
税 

固
定
資
産
税 

固
定
資
産
税 

固
定
資
産
税 

固
定
資
産
税 

固
定
資
産
税 

価格（×特例率）＝本則課税標準額 
（本来の課税標準額） 

ま
だ
本
来
の
 

課
税
標
準
額
で
は
 

な
い
の
ね
 

納税通知書 

小規模住宅用地 
（200�まで） 

一般住宅用地 
（家屋の床面積の 
　    10倍まで） 

価格× 
1 
6 価格× 

1 
3

1月1日現在で住宅用地かどうか判定 

固
定
資
産

固
定
資
産
税 

固
定
資
産
税 

評

価

替

え 

土

　

地 

家

　

屋 

償

却

資

産 

都
市
計
画
税 

固
定
資
産
の
縦
覧 

固
定
資
産
税 

評

価

替

評

価

替

え 

評

価

替

え 

土

　

地 

家

　

屋 

償

却

資

産 

都
市
計
画
税 

固
定
資
産
の
縦
覧 

固
定
資
産
税 

評

価

替

え 

土

　

土

　

地 

土

　

地 

家

　

屋 

償

却

資

産 

都
市
計
画
税 

固
定
資
産
の
縦
覧 

固
定
資
産
税 

固
定
資
産
税 

固
定
資
産
税 

固
定
資
産
税 

固
定
資
産
税 

固
定
資
産
税 

に
つ
い
て
は
、
住
宅
用
地
と
し
て
取

り
扱
い
ま
す
。
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●
評
価
の
し
く
み

家
屋
の
評
価
は
地
方
税
法
に
定
め
る

「
固
定
資
産
評
価
基
準
」
に
基
づ
き
、

木
造
と
木
造
以
外
の
家
屋
の
区
分
に
よ

り
価
格
を
求
め
ま
す
。
市
の
職
員
が
家

屋
の
間
取
り
や
仕
上
げ
材
料
な
ど
を
調

査
し
、
建
築
後
の
経
過
年
数
に
よ
る

「
経
年
減
点
補
正
率
基
準
表
」
を
適
用

し
て
評
価
し
ま
す
。

●
新
築
住
宅
に
対
す
る
税
の
減
額
措
置

平
成
26
年
3
月
31
日
ま
で
に
新
築
さ

れ
た
住
宅
・
ア
パ
ー
ト
・
マ
ン
シ
ョ
ン

等
の
居
住
用
家
屋
は
、
次
の
要
件
を
満

た
す
場
合
、
新
築
後
一
定
の
期
間
、
住

居
面
積
百
二
十
平
方
�
ま
で
の
税
額
の

二
分
の
一
の
額
を
減
額
し
ま
す
。

居
住
面
積
が
五
十
平
方
�
（
貸
家
共

同
住
宅
は
、一
戸
あ
た
り
四
十
平
方
�
）

以
上
二
百
八
十
平
方
�
以
下

書
類
等
の
提
出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

●
認
定
長
期
優
良
住
宅
を
新
築
し
た
場

合
の
固
定
資
産
税
の
減
額
措
置

長
期
優
良
住
宅
の
認
定
を
受
け
た
住

宅
で
平
成
26
年
3
月
31
日
ま
で
に
新
築

手
続
き

要
　
件

し
た
場
合
、
新
築
後
5
年
間
（
3
階
建

以
上
の
中
高
層
耐
火
住
宅
等
は
7
年

間
）
、
そ
の
住
宅
の
固
定
資
産
税
額

（
一
戸
あ
た
り
百
二
十
平
方
�
相
当
分

ま
で
）
の
二
分
の
一
の
額
を
減
額
し
ま

す
。新

築
さ
れ
た
翌
年
の
1
月
31
日
ま
で

に
認
定
通
知
書
の
写
し
を
添
付
し
て
固

定
資
産
税
課
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

●
既
存
住
宅
を
耐
震
改
修
し
た
場
合
、

固
定
資
産
税
の
減
額
措
置
が
受
け
ら

れ
ま
す

昭
和
57
年
1
月
1
日
以
前
か
ら
所
在

し
て
い
る
住
宅
で
、
平
成
27
年
12
月
31

日
ま
で
に
、
次
の
①
か
ら
③
の
要
件
を

満
た
す
耐
震
改
修
工
事
を
行
っ
た
場

合
、
そ
の
住
宅
の
固
定
資
産
税
額
（
一

戸
あ
た
り
百
二
十
平
方
�
相
当
分
ま

で
）
を
翌
年
度
に
限
り
、
二
分
の
一
の

額
を
減
額
し
ま
す
。

①
建
築
基
準
法
の
現
行
耐
震
基
準
（
昭

和
56
年
6
月
施
行
）
に
適
合
す
る
耐

震
改
修
で
あ
る
こ
と

②
耐
震
改
修
の
費
用
が
一
戸
あ
た
り
五

十
万
円
超
で
あ
る
こ
と
（
平
成
25
年

4
月
1
日
前
に
、
契
約
が
締
結
さ
れ

た
場
合
は
、
契
約
を
し
た
日
を
証
す

る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、

三
十
万
円
以
上
で
減
額
の
対
象
と
な

り
ま
す
）

③
耐
震
基
準
に
適
合
し
た
改
修
工
事
で

あ
る
こ
と
の
証
明
書
（
※
）
が
必
要

※
証
明
書
＝
建
築
士
等
が
証
明
す
る
指

定
の
書
類

改
修
工
事
完
了
後
、
3
カ
月
以
内
に

関
係
書
類
等
を
添
付
し
、
固
定
資
産
税

課
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

●
高
齢
者
等
の
居
住
す
る
既
存
住
宅
を

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
し
た
場
合
、
固

定
資
産
税
の
減
額
措
置
が
受
け
ら
れ

ま
す

平
成
19
年
１
月
１
日
以
前
か
ら
所
在

す
る
次
の
要
件
Ａ
に
該
当
す
る
住
宅

で
、
平
成
28
年
3
月
31
日
ま
で
に
要

件
Ｂ
の
改
修
工
事
を
行
っ
た
場
合
、
そ

手
続
き

要
　
件

手
続
き

の
住
宅
の
固
定
資
産
税
額
（
一
戸
あ
た

り
百
平
方
�
相
当
分
ま
で
）
を
翌
年
度

に
限
り
、
三
分
の
一
の
額
を
減
額
し
ま

す
。

Ａ
＝
①
六
十
五
歳
以
上
の
人
②
要
介
護

認
定
ま
た
は
要
支
援
認
定
を
受
け

て
い
る
人
③
障
害
者
の
人
の
い
ず

れ
か
が
居
住
す
る
住
宅
（
賃
貸
住

宅
を
除
く
）

Ｂ
＝
①
廊
下
の
拡
幅
②
階
段
の
勾
配
の

緩
和
③
浴
室
の
改
良
④
便
所
の
改

良
⑤
手
す
り
の
設
置
⑥
床
の
段
差

の
解
消
⑦
引
き
戸
へ
の
取
り
替
え

⑧
床
表
面
の
滑
り
止
め
化
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー

改
修
工
事
で
補
助
金
等
を
除
く
自

己
負
担
額
が
一
戸
あ
た
り
五
十
万

円
超
で
あ
る
こ
と
（
平
成
25
年
4

月
1
日
前
に
、
契
約
が
締
結
さ
れ

た
場
合
は
、
契
約
を
し
た
日
を
証

す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ

り
、
三
十
万
円
以
上
で
減
額
の
対

象
と
な
り
ま
す
）

改
修
工
事
完
了
後
、
3
カ
月
以
内
に

改
修
工
事
明
細
書
・
写
真
等
関
係
書
類

を
添
付
し
て
固
定
資
産
税
課
に
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

●
既
存
住
宅
を
省
エ
ネ
改
修
し
た
場

合
、
固
定
資
産
税
の
減
額
措
置
が
受

け
ら
れ
ま
す

平
成
20
年
1
月
1
日
以
前
か
ら
所
在

す
る
住
宅
（
賃
貸
住
宅
を
除
く
）
で
、

平
成
28
年
3
月
31
日
ま
で
に
要
件
Ａ
お

よ
び
要
件
Ｂ
を
満
た
す
改
修
工
事
を
行

っ
た
場
合
、
そ
の
住
宅
の
固
定
資
産
税

額
（
一
戸
あ
た
り
百
二
十
平
方
�
相
当

分
ま
で
）
を
翌
年
度
に
限
り
、
三
分
の

一
の
額
を
減
額
し
ま
す
。

A
＝
①
窓
の
断
熱
改
修
工
事
（
二
重
サ

ッ
シ
化
・
複
層
ガ
ラ
ス
化
な
ど
）

②
床
の
断
熱
工
事
③
天
井
の
断
熱

工
事
④
壁
の
断
熱
工
事
（
②
〜
④

は
、
①
と
併
せ
て
行
う
）
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
省
エ
ネ
改
修
工

事
で
改
修
工
事
の
費
用
が
一
戸
あ

要
　
件

手
続
き

要
　
件

た
り
五
十
万
円
超
で
あ
る
こ
と

（
平
成
25
年
4
月
1
日
前
に
、
契

約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
は
、
契
約

を
し
た
日
を
証
す
る
書
類
を
提
出

す
る
こ
と
に
よ
り
、
三
十
万
円
以

上
で
減
額
の
対
象
と
な
り
ま
す
）

B
＝
建
築
基
準
法
の
現
行
省
エ
ネ
基
準

に
適
合
し
た
省
エ
ネ
改
修
で
あ
る

こ
と

※
省
エ
ネ
基
準
に
適
合
し
た
改
修
工
事

で
あ
る
こ
と
の
証
明
書
（
建
築
士
等

が
証
明
す
る
指
定
の
書
類
）
が
必
要

で
す
。

改
修
工
事
完
了
後
、
3
カ
月
以
内
に

関
係
書
類
を
添
付
し
て
固
定
資
産
税
課

に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

償
却
資
産
は
、
土
地
・
家
屋
以
外
の

も
の
で
、
法
人
・
個
人
事
業
者
を
問
わ

ず
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
用
い
る
こ
と

が
で
き
る
資
産
（
構
築
物
、
機
械
、
器

具
・
備
品
な
ど
）
を
い
い
ま
す
。

●
申
告
に
つ
い
て

市
内
に
事
業
用
の
償
却
資
産
を
所
有

し
て
い
る
人
（
市
内
の
他
の
事
業
者
に

貸
し
付
け
て
い
る
も
の
を
含
む
）
は
、

毎
年
1
月
1
日
現
在
の
資
産
所
有
状
況

を
1
月
31
日
ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。

※
社
宅
・
寮
・
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
等
を

所
有
し
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
設
置
さ

れ
て
い
る
建
物
は
、
そ
の
動
力
設
備

と
し
て
の
変
電
設
備
、
ま
た
、
敷
地

内
に
駐
車
場
お
よ
び
植
栽
等
を
施
し

て
あ
る
場
合
も
償
却
資
産
と
し
て
の

申
告
対
象
と
な
り
ま
す
。

●
評
価
の
し
く
み

償
却
資
産
の
評
価
は
、
資
産
を
所
有

手
続
き

し
て
い
る
事
業
者
が
申
告
を
し
、
そ
の

申
告
し
た
資
産
（
構
築
物
、
機
械
、
器

具
・
備
品
な
ど
）
の
取
得
価
額
お
よ
び

取
得
年
月
を
基
準
と
し
て
、
各
資
産
の

耐
用
年
数
に
応
ず
る
減
価
率
を
基
本
と

し
て
評
価
し
ま
す
。

●
電
子
申
告
が
便
利
で
す

地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
（
ｅ
Ｌ

Ｔ
Ａ
Ｘ
）
を
利
用
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
よ
る
電
子
申
告
も
受
け
付
け
し
て

い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
詳

細
に
つ
い
て
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

都
市
計
画
税
は
都
市
計
画
事
業
、
ま

た
は
土
地
区
画
整
理
事
業
に
要
す
る
費

用
に
充
て
る
た
め
、
原
則
と
し
て
都
市

計
画
法
に
よ
る
市
街
化
区
域
内
の
土

地
・
家
屋
の
所
有
者
が
固
定
資
産
税
と

と
も
に
納
め
る
税
金
で
す
。

※
都
市
計
画
事
業
と
は
、
都
市
計
画
施

設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
お
よ
び
市

街
地
開
発
事
業
を
い
い
ま
す
。

縦
覧
と
は
、
納
税
者
が
所
有
す
る
自

己
の
土
地
・
家
屋
の
価
格
を
市
内
の
他

の
土
地
・
家
屋
と
比
較
し
て
、
適
正
か

を
確
認
で
き
る
制
度
で
す
。

縦
覧
期
間

4
月
1
日
�
〜
30
日
�
（
土
・
日
曜

日
、
祝
日
を
除
く
8
時
30
分
〜
17
時

ま
で
）

場
所市

役
所
新
館
2
階
　
固
定
資
産
税
課

※
本
人
確
認
で
き
る
物
（
運
転
免
許

証
・
保
険
証
等
・
法
人
の
場
合
は
代

表
者
印
）
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

代
理
人
の
場
合
は
委
任
状
が
必
要

で
す
。
な
お
、
法
人
の
場
合
は
委
任

し
た
法
人
の
代
表
者
印
を
押
印
し
て

く
だ
さ
い
。

※
自
己
所
有
の
固
定
資
産
の
課
税
内
容

に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
開
始
と
同
時

期
に
送
付
を
予
定
し
て
い
る
納
税
通

知
書
に
つ
づ
ら
れ
て
い
る
「
課
税
資

産
の
内
訳
」
で
も
確
認
で
き
ま
す
。

税 率 1.4%

実地調査にご理解と 
　ご協力をお願いします 

○土地調査 
　地方税法の規定に基づき利用状況などの調査を
行っていますので、ご協力ください。 
○家屋調査 
　家屋の評価額を算出するには、家屋内部を拝見
し、仕上げ材料などを調査する必要があります。 
　なお、建築関係書類の用意をお願いしますの
で、ご協力ください。 

（固定資産評価補助員証を持った職員が伺います） 
固
定
資
産
税 

評
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え 
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市
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固
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縦
覧 

固
定
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税 

評
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土

　

地 

家
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償
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資

産 

都
市
計
画
税 

固
定
資
産
の
縦

固
定
資
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の
縦
覧 

固
定
資
産
の
縦
覧 

償
却
資
産
の
申
告
は

お
済
み
で
す
か
？

平
成
26
年
度
の
申
告
が
済
ん

で
い
な
い
人
は
、
至
急
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。



●広報まつど　2014年（平成26年）2月10日

軽
自
動
車
な
ど
の
廃
車
、
名
義
変

更
、
住
所
変
更
の
手
続
き
を
お
忘

れ
な
く

●
軽
自
動
車
等
を
譲
渡
、
ま
た
は
盗
難

な
ど
で
す
で
に
所
有
し
て
い
な
い
場

合
に
は
、
廃
車
・
名
義
変
更
な
ど
の

手
続
き
が
必
要
で
す
。
手
続
き
を
し

な
い
場
合
に
は
、
平
成
26
年
度
以
降

も
納
税
義
務
が
発
生
し
ま
す
。

●
廃
車
・
名
義
変
更
な
ど
の
手
続
き
は

4
月
1
日
�
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。

●
廃
車
・
名
義
変
更
ま
た
は
住
所
変
更

の
手
続
き
を
忘
れ
た
た
め
『
納
税
通

知
書
が
送
付
さ
れ
た
』『
届
か
な
か
っ

た
』
な
ど
の
例
が
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
を
防
止

す
る
た
め
に
も
、
で
き
る
だ
け
本
人

が
直
接
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

他
の
人
に
依
頼
し
た
場
合
に
は
、
必

ず
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

軽
自
動
車
税
は
、
4
月
1
日
現
在

に
原
動
機
付
自
転
車
、
軽
自
動
車
、

小
型
特
殊
自
動
車
、
二
輪
の
小
型
自

動
車
を
所
有
し
て
い
る
登
録
名
義
人

に
納
め
て
い
た
だ
く
税
で
す
。

●
松
戸
市
ナ
ン
バ
ー
の
手
続
き

必
要
書
類
等
お
よ
び
本
人
確
認
が
で

き
る
物
（
運
転
免
許
証
等
、
官
公
署
発

行
の
顔
写
真
付
き
の
物
）
を
持
参
の
上

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
必
要
書
類
等
】

○
新
規
登
録

販
売
証
明
書
・
登
録
す
る
人
の
認
め

印○
廃
車

標
識
（
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
）・
標
識

交
付
証
明
書
・
登
録
さ
れ
て
い
る
人
の

認
め
印

※
標
識
を
き
損
・
紛
失
し
た
場
合
に
は

弁
償
金
（
二
百
円
）
が
必
要
で
す
。

○
名
義
変
更

標
識
（
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
）・
標
識

交
付
証
明
書
・
譲
渡
証
明
書
・
登
録
す

る
人
の
認
め
印

●
野
田
・
習
志
野
ナ
ン
バ
ー
の
手
続
き

市
で
は
手
続
き
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

下
記
の
手
続
き
場
所
を
参
照
の
上
、
千

葉
運
輸
支
局
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
納
税
の
方
法

6
月
2
日
�
ま
で
に
納
税
通
知
書
に

よ
り
納
め
て
く
だ
さ
い
。

●
減
免
に
つ
い
て

体
の
不
自
由
な
人
な
ど
が
生
活
（
仕

事
・
通
勤
・
通
学
・
通
院
な
ど
）
の
た

め
に
軽
自
動
車
等
を
使
用
す
る
場
合
に

は
、
申
請
に
よ
り
税
の
減
免
を
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

●
お
願
い

平
成
26
年
度
納
税
通
知
書
は
5
月
12

日
�
発
送
予
定
で
す
。
納
税
通
知
書
が

届
か
な
い
人
は
、
早
め
に
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。

廃車、名義変更などの手続きはお早めに 廃車、名義変更などの手続きはお早めに 
税制課  �366－7321

mczeisei@city.matsudo.chiba.jp

問 

【軽自動車の廃車、名義変更などの手続き場所】 

車　　種 手 続 き 場 所  

原動機付自転車 
小型特殊自動車 

松戸市役所 
　税制課（本館2階）�366－7321 
　および各支所 

千葉運輸支局 
　野田自動車検査登録事務所 
　テレホンサービス  �050－5540－2023

軽自動車検査協会 
　千葉事務所野田支所 
　�04－7120－2020

三輪・四輪の軽自動車 

二　輪　車 
（125ccを超えるもの） 

軽
自
動
車
税

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

自
賠
責
保
険
・
共
済
の
期
限
は
切

れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

自
賠
責
保
険
・
共
済
に
加
入
し
て

い
な
い
状
態
で
運
転
す
る
と
罰
せ
ら

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

市税1万円の使いみち 

市債の返済に 

高齢者や障害者の福祉・保育所の管理・ 
生活保護等に 

ごみ・し尿の処理・公害防止・ 
予防接種等保健衛生に 

学校・幼稚園・公民館・図書館等 
教育文化に 

道路・公園等都市整備に 

広報・選挙・税務等の仕事・ 
市役所や支所等の管理運営に 

公債費 円 1,151

民生費 
円 3,276

教育費 円 1,282

土木費 円 913

総務費 円 1,105

※平成25年度一般会計予算（9月補正後）の各費目に対する税等一般財源の割合による配分です。 
※カッコ内の数字は、前年度同期のものです。 

（3,128円） 

（888円） 

（1,170円） 

（1,196円） 

（1,289円） 

　市では、皆さんが健康で快適に過ごせるように、福祉・教育・
健康・道路・住宅・消防といった市民生活に欠かせない仕事を行っ
ています。これらの仕事を行う上で必要な財源のうち、市税は歳
入予算の約50％を占める最も貴重なものです。そこで、市税がど
のような仕事に使われているかを「市税1万円の使いみち」とし
て図に表してみました。 

農業の振興・中小企業の振興等に 

農林水産業費・商工費他 
円 284

（359円） 

消防・救急活動・防災等に 

消防費 円 637
（672円） 

税金はいろいろなことに 
使われているのね! 衛生費 

円 1,352
（1,298円） 

合
は
、
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
弁
償

金
と
し
て
二
百
円
の
費
用
が
か
か

り
、
廃
車
手
続
き
を
し
た
日
で
登
録

を
抹
消
し
ま
す
。

4
月
1
日
�
ま
で
に
廃
車
手
続
き

を
す
れ
ば
、
平
成
26
年
度
の
課
税
は

さ
れ
ま
せ
ん
。

4
月
18
日
に
軽
自
動
車
を
名
義

変
更
し
、
所
有
し
て
い
ま
せ
ん

が
、
5
月
に
納
税
通
知
書
が
届
き
ま

し
た
。
何
か
の
間
違
い
で
は
？

軽
自
動
車
税
は
4
月
1
日
に
登

録
が
あ
れ
ば
、
そ
の
年
度
は
課

税
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、月
割
り
課
税
制

度
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
届
い
た
納

税
通
知
書
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
4
月
2
日
以
降
の
名
義
変
更
で

新
し
く
所
有
者
に
な
っ
た
人
は
、
そ
の

年
度
の
納
税
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
在
、
使
っ
て
い
な
い
バ
イ
ク

な
の
に
税
金
を
払
う
の
？

軽
自
動
車
税
は
、
軽
自
動
車
を

所
有
し
て
い
て
、
毎
年
4
月
1

日
に
登
録
し
て
い
る
人
に
課
税
さ
れ

ま
す
。
使
用
不
能
な
場
合
で
も
、
廃

車
手
続
き
を
し
な
い
と
軽
自
動
車
税

は
課
税
さ
れ
続
け
ま
す
。

友
人
か
ら
原
動
機
付
自
転
車
を

譲
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の

場
合
の
手
続
き
は
？

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
・
標
識
交

付
証
明
書
（
廃
車
済
み
の
場
合

は
、
ナ
ン
バ
ー
と
標
識
交
付
証
明
書

の
代
わ
り
に
廃
車
申
告
受
付
書
）・

譲
渡
証
明
書
（
車
名
・
車
台
番
号
・

排
気
量
、
譲
る
人
・
譲
ら
れ
る
人
の

住
所
、
氏
名
等
を
記
載
し
、
認
め
印

を
押
印
し
た
も
の
）・
登
録
す
る
人

の
認
め
印
・
本
人
確
認
が
で
き
る
物

（
運
転
免
許
証
等
、
官
公
署
発
行
の
顔

写
真
付
き
の
物
）
を
持
参
し
て
名
義

変
更
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

バ
イ
ク
が
盗
難
に
遭
い
ま
し
た
。

そ
の
場
合
の
手
続
き
は
？

警
察
署
に
盗
難
の
届
け
を
出
し

て
い
れ
ば
、
届
け
出
た
警
察
署

に
、
届
出
日
・
受
理
番
号
・
盗
難
日

を
問
い
合
わ
せ
て
、
廃
車
の
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。
盗
難
日
に
さ
か

の
ぼ
り
登
録
の
抹
消
を
し
ま
す
。

盗
難
の
届
け
を
出
し
て
い
な
い
場

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税

軽
自
動
車
税 

軽
自
動
車
税 

市制施行70周年記念のロゴマークを活用した原動機付き自転車の 
ナンバープレートを3,000枚限定で交付します。 
●交付開始日　  2月17日（月) 
●交 付 窓 口　  税制課（本館2階）および各支所。ただし、各支所では、 
　　　　　　　  50cc以下（白）のみの交付となります。 

【オリジナルナンバープレートを交付します】 【オリジナルナンバープレートを交付します】 



●広報まつど　2014年（平成26年）2月10日

納　期　限 期　別 

平成26年度市税の納期限 市税取扱金融機関等納付場所 

●市民税・県民税（普通徴収分） 

（平成26年1月31日現在） 

第1期 

第2期 

第3期 

第4期 

  6月30日（月）� 

  9月31日（月）� 

10月31日（金）� 

翌年1月25日（月）� 

納　期　限 期　別 

●固定資産税・都市計画税（償却資産を含む） 

第1期 

第2期 

第3期 

第4期 

  4月30日（水）� 

  7月31日（木）� 

12月31日（月）� 

翌年2月32日（月）� 

納　期　限 期　別 

●軽自動車税 

全　期   6月32日（月）� 

市役所収納課および各支所 

三井住友 

東京ベイ・朝日・東京東・亀有・城北 

銚子商工 

とうかつ中央 

商工組合中央金庫・中央労働金庫 

千葉・みずほ・三菱東京UFJ・りそな・埼玉りそな・三井住友・ 
常陽・筑波・千葉興業・京葉・東日本・東京スター・群馬 

●松戸市 

●銀行 

●信託銀行 

●信用金庫 

●信用組合 

●農業協同組合 

●その他 

●全国のゆうちょ銀行および郵便局 

●下記のコンビニエンスストア 

収納課  �366－7325

mcshuunou@city.matsudo.chiba.jp

問 

○○銀  行 

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
金
融
機

関
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
モ

バ
イ
ル
）
バ
ン
キ
ン
グ
を
利
用
し
て
市

税
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
取
り
扱
い
税
目
】

市
民
税
・
県
民
税
（
普
通
徴
収
分
の

み
）、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
（
土

地
・
家
屋
）、
固
定
資
産
税
（
償
却
資

産
）、
軽
自
動
車
税

【
コ
ン
ビ
ニ
か
ら
お
支
払
い
の
場
合
】

●
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字
さ
れ
た
納
付
書

で
納
付
で
き
、
手
数
料
は
か
か
り
ま

せ
ん
。

●
現
金
の
み
の
納
付
と
な
り
ま
す
。

●
納
付
書
一
枚
に
つ
き
、
三
十
万
円
を

超
え
る
場
合
は
、納
付
で
き
ま
せ
ん
。

●
納
期
限
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
納
付
書

は
、
取
り
扱
い
で
き
ま
せ
ん
。

●
利
用
で
き
る
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
は
次
の
通
り
で
す
。

☆
コ
コ
ス
ト
ア
／
エ
ブ
リ
ワ
ン

☆
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ト
ア
　

☆
サ
ー
ク
ル
Ｋ
／
サ
ン
ク
ス

☆
ス
リ
ー
エ
フ
　
　

☆
セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト
／
ス
パ
ー
北
海
道

／
ハ
セ
ガ
ワ
ス
ト
ア
／
タ
イ
エ
ー

☆
セ
ー
ブ
オ
ン
　

☆
セ
ブ
ン-

イ
レ
ブ
ン

☆
デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ
／
ヤ
マ
ザ
キ
デ

イ
リ
ー
ス
ト
ア
ー
／
ヤ
マ
ザ
キ
ス
ペ

シ
ャ
ル
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ョ
ッ
プ
／
ニ

ュ
ー
ヤ
マ
ザ
キ
デ
イ
リ
ー
ス
ト
ア

☆
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

☆
ポ
プ
ラ
／
く
ら
し
ハ
ウ
ス
／
ス
リ
ー

エ
イ
ト
／
生
活
彩
家

☆
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ

☆
ロ
ー
ソ
ン
　

☆
Ｍ
Ｍ
Ｋ
設
置
店

●
コ
ン
ビ
ニ
で
の
お
支
払
い
の
場
合
は
、

収
納
事
故
防
止
の
た
め「
領
収
証
書
」

と
一
緒
に
「
レ
シ
ー
ト
」
も
必
ず
お

受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

【
Ａ
Ｔ
Ｍ
等
で
の
お
支
払
い
の
場
合
】

●
下
記
ペ
イ
ジ
ー
マ
ー
ク
の

印
字
さ
れ
た
納
付
書
で
、

松
戸
市
指
定
金
融
機
関
・

松
戸
市
収
納
代
理
金
融
機

関
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
お
よ
び
郵
便
局

の
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
う
ち
、
ぺ
イ
ジ
ー
に
対

応
し
た
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
利
用
で
き
ま
す
。

●
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
モ
バ
イ
ル
）
バ

ン
キ
ン
グ
を
利
用
し
て
納
付
が
で
き

ま
す
（
ペ
イ
ジ
ー
に
対
応
し
た
金
融

機
関
と
の
契
約
が
必
要
で
す
）。

【
Ａ
Ｔ
Ｍ
等
の
ご
利
用
に
あ
た
っ
て
の

ご
注
意
】

●
お
支
払
い
に
あ
た
り
、
手
数
料
は
か

か
り
ま
せ
ん
が
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
時
間
外

利
用
手
数
料
な
ど
、
一
部
の
サ
ー
ビ

ス
利
用
に
対
し
て
手
数
料
等
が
か
か

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

「
口
座
振
替
依
頼
書
・
解
約
届
」
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

【
振
替
方
法
】

全
納
払
い
、
ま
た
は
各
期
別
払
い
の

い
ず
れ
か
を
選
択
で
き
ま
す
。

全
納
払
い
は
、
第
一
期
の
納
期
最
終

日
に
全
額
を
引
き
落
と
し
ま
す
。

【
そ
の
他
】

●
固
定
資
産
税
で
共
有
名
義
か
ら
単
独

名
義
へ
の
変
更
、
あ
る
い
は
共
有
持

分
の
変
更
が
あ
る
と
自
動
継
続
さ
れ

ま
せ
ん
の
で
、
新
た
に
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

●
預
貯
金
残
高
不
足
に
よ
り
、
振
替
不

能
と
な
っ
た
場
合
、
再
度
振
替
は
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

災
害
・
廃
業
・
失
職
・
病
気
・
盗
難

な
ど
の
事
由
に
よ
り
納
期
内
納
付
が
困

難
と
な
る
場
合
に
は
、
お
早
め
に
収
納

課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

各
種
税
証
明
書
等
の
申
請
の
際
に
、

不
正
な
申
請
を
防
止
し
、
市
民
の
皆
さ

ん
の
個
人
情
報
を
守
る
た
め
、
窓
口
で

申
請
者
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
を
お

願
い
し
て
い
ま
す
。

【
本
人
確
認
書
類
】

運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド（
写
真
付
き
）・
在
留

カ
ー
ド
等
、
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明

す
る
も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

不
審
な
点
が
あ
る
と
き
は
、
各
税
務

担
当
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市
税
は
、
納
税
者
の
皆
さ
ん
に
納
期
内

に
納
め
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。
税
金
を

納
期
限
ま
で
に
納
め
ま
せ
ん
と
、
市
役
所

か
ら
督
促
状
が
出
さ
れ
ま
す
。
そ
の
ま
ま

に
し
て
お
く
と
財
産
（
不
動
産
、
給
与
、

預
金
等
）
の
差
し
押
え
、
公
売
な
ど
の
強

制
処
分
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
納
期
限
の
翌
日
か
ら
延
滞
金
が

加
算
さ
れ
ま
す
。
納
期
内
納
付
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

夜
間
納
税
相
談
窓
口
の
開
設

◎
日
時
　

・
2
月
27
日
�

・
3
月
27
日
�

17
時
〜
20
時

◎
場
所

収
納
課
（
市
役
所
新
館
2
階
）

●
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
モ
バ
イ
ル
）
を

ご
利
用
の
場
合
は
通
信
費
が
か
か
り

ま
す
。

●
納
付
書
に
領
収
印
が
押
さ
れ
ま
せ
ん
。

●
車
検
用
の
軽
自
動
車
税
納
税
証
明
書

は
、
納
付
確
認
が
で
き
た
方
に
は
、

6
月
下
旬
ご
ろ
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

市
税
の
納
付
に
は
便
利
な
口
座
振
替

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
一
度
手
続
き
す

る
だ
け
で
、
納
付
の
た
び
に
金
融
機
関

や
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
お
よ
び
郵
便
局
等
へ

お
出
掛
け
に
な
る
必
要
も
な
く
、
翌
年

度
以
降
も
継
続
さ
れ
ま
す
。

【
申
し
込
み
方
法
】

「
口
座
振
替
依
頼
書
」
に
必
要
事
項

を
記
入
の
上
、
指
定
の
金
融
機
関
、
ゆ

う
ち
ょ
銀
行
お
よ
び
郵
便
局
の
窓
口
へ

直
接
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

「
口
座
振
替
依
頼
書
」
は
納
税
通
知

書
（
軽
自
動
車
税
を
除
く
）
の
中
に
添

付
し
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
市
内
の
金

融
機
関
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
お
よ
び
郵
便

局
に
も
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
。

【
申
し
込
み
に
必
要
な
も
の
】

預
貯
金
通
帳
、
届
け
出
印
、
納
税
通

知
書

【
対
象
税
目
】

市
民
税
・
県
民
税
（
普
通
徴
収
分
の

み
）、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
（
土

地
・
家
屋
）、
固
定
資
産
税
（
償
却
資

産
）、
軽
自
動
車
税

【
口
座
振
替
の
開
始
】

申
し
込
み
日
か
ら
2
カ
月
以
降
の
納

期
分
か
ら
開
始
と
な
り
ま
す
。

【
取
り
扱
い
金
融
機
関
等
】

市
内
に
本
・
支
店
の
あ
る
金
融
機

関
、
全
国
の
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
お
よ
び
郵

便
局
で
取
り
扱
い
ま
す
。

【
振
替
口
座
の
変
更
・
解
約
】

《
変
更
》

新
た
に
指
定
す
る
金
融
機
関
等
へ

「
口
座
振
替
依
頼
書
」
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

《
解
約
》

現
在
振
替
し
て
い
る
金
融
機
関
等
へ

市
税
の
納
付
は
、口
座
振
替
が 

安
心
・
便
利
で
す 

納
税
相
談
の
ご
案
内 

本
人
確
認
の
お
知
ら
せ 

コ
ン
ビ
ニ･

ペ
イ
ジ
ー
を 

利
用
し

利
用
し
た
納
付
納
付
に
つ
い
て 

コ
ン
ビ
ニ･

ペ
イ
ジ
ー
を 

利
用
し
た
納
付
に
つ
い
て 

税
務
職
員
を
か
た
っ
た
不
審 

電
話
に
ご
注
意
く
だ
さ
い ！ 

市
税
市
税
の
納
付
納
付
は
、口
座
振
替

口
座
振
替
が 

安
心
安
心
・
便
利
便
利
で
す 

納
税
相
談
の
ご
案
内 

本
人
確
認
の
お
知
ら
せ 

コ
ン
ビ
ニ･

ペ
イ
ジ
ー
を 

利
用
し
た
納
付
に
つ
い
て 

市
税
の
納
付
は
、口
座
振
替
が 

安
心
・
便
利
で
す 

税
務
職
員
を
か
た
っ
た
不
審 

電
話
に
ご
注
意
く
だ
さ
い ！ 

市
税
の
納
付
は
、口
座
振
替
が 

安
心
・
便
利
で
す 

納
税
相
談
の
ご
案
内

納
税
相
談
の
ご
案
内 

本
人
確
認
の
お
知
ら
せ 

コ
ン
ビ
ニ･

ペ
イ
ジ
ー
を 

利
用
し
た
納
付
に
つ
い
て 

納
税
相
談
の
ご
案
内 

税
務
職
員
を
か
た
っ
た
不
審 

電
話
に
ご
注
意
く
だ
さ
い ！ 

市
税
の
納
付
は
、口
座
振
替
が 

安
心
・
便
利
で
す 

納
税
相
談
の
ご
案
内 

本
人
確
認
の
お
知
ら
せ

本
人
確
認
の
お
知
ら
せ 

コ
ン
ビ
ニ･

ペ
イ
ジ
ー
を 

利
用
し
た
納
付
に
つ
い
て 

本
人
確
認
の
お
知
ら
せ 

税
務
職
員
を
か
た
っ
た
不
審 

電
話
に
ご
注
意
く
だ
さ
い ！ 

市
税
の
納
付
は
、口
座
振
替
が 

安
心
・
便
利
で
す 

納
税
相
談
の
ご
案
内 

本
人
確
認
の
お
知
ら
せ 

コ
ン
ビ
ニ･

ペ
イ
ジ
ー
を 

利
用
し
た
納
付
に
つ
い
て 

税
務
職
員
を
か

税
務
職
員
を
か
た
っ
た
不
審
不
審 

電
話
電
話
に
ご
注
意
く

注
意
く
だ
さ
い ！ 

税
務
職
員
を
か
た
っ
た
不
審 

電
話
に
ご
注
意
く
だ
さ
い ！ 
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私
の
祖
父
は
高
齢
で
身
体
障
害
者
二
級
で
す
。
自
宅
に
い

る
時
の
部
屋
の
移
動
は
、
四
つ
ん
ば
い
で
這
い
、
外
出
時
は

車
い
す
を
利
用
し
て
い
ま
す
。
週
に
三
回
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

で
は
い
つ
も
介
護
老
人
保
健
施
設
か
ら
の
車
に
直
接
、
車
い

す
で
乗
り
込
み
移
動
し
て
い
ま
す
。
そ
の
介
護
老
人
保
健
施

設
の
福
祉
車
両
や
障
害
者
用
改
造
車
は
、
自
動
車
税
、
自
動

車
取
得
税
が
減
免
さ
れ
購
入
し
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
車
い
す
の
購
入
に
関
し
て
も
一
定
の
要
件
が
整
え

ば
、
消
費
税
は
課
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
減
免
措
置
は
国

民
の
税
金
で
あ
る
国
税
や
地
方
税
等
か
ら
の
補
助
で
成
り
立

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
介
護
は
祖
母
は
じ
め
家
族
だ
け
で

解
決
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
全
体
で
考
え
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
祖
母
も
高
齢
の
た
め
、
祖
父
の
介
護
は
一
般
的
に

言
わ
れ
て
い
る
老
老
介
護
と
な
り
祖
母
自
身
の
負
担
に
も
な

り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
父
や
母
さ
ら
に
兄
や
私
も
含
め
家
族

全
員
で
介
護
を
す
る
状
況
に
な
り
ま
す
。

私
自
身
こ
の
夏
休
み
に
一
日
で
す
が
、
介
護
施
設
で
介
護

の
手
伝
い
を
し
ま
し
た
。
実
際
介
護
を
し
て
み
る
と
、
お
じ

い
さ
ん
や
お
ば
あ
さ
ん
と
歌
っ
た
り
話
を
し
た
り
す
る
事
は

楽
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
以
外
の
食
事
や
入
浴
の
手
伝

い
で
は
肉
体
的
、
精
神
的
に
か
な
り
辛
い
も
の
が
あ
り
ま
し

た
。
実
際
祖
父
の
介
護
と
い
っ
て
も
、
家
族
は
仕
事
が
あ
っ

た
り
学
校
に
通
っ
た
り
と
い
つ
で
も
で
き
る
と
は
限
ら
な
い

の
で
す
。
や
は
り
介
護
老
人
保
健
施
設
を
頼
る
こ
と
に
も
な

る
の
で
す
が
、
現
実
的
に
は
そ
の
施
設
の
数
や
そ
こ
に
働
く

人
材
も
不
足
し
て
い
る
状
況
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
介
護
施

設
を
増
や
す
こ
と
や
介
護
に
関
わ
る
人
材
の
育
成
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
一
般
企
業
に
頼
る
だ
け
で
な
く
、
国
も
協
力
し

て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
に
は
資
金
が
必

要
で
す
。
資
金
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
国
の
補
助
が

欠
か
せ
な
い
存
在
で
す
。
国
の
補
助
が
あ
っ
て
初
め
て
、
十

分
な
介
護
の
諸
問
題
解
決
に
前
進
す
る
と
考
え
ま
す
。

今
注
目
さ
れ
て
い
る
消
費
税
五
％
か
ら
八
％
へ
の
増
税

は
、
単
純
に
国
の
財
政
破
綻
を
防
ぐ
た
め
だ
け
で
な
く
社
会

福
祉
目
的
に
利
用
す
る
こ
と
、
そ
の
税
収
増
に
よ
り
多
く
の

国
民
へ
の
社
会
還
元
つ
ま
り
介
護
の
た
め
の
資
金
確
保
が
可

能
に
な
る
と
考
え
ま
す
。
私
た
ち
は
商
品
な
ど
を
購
入
す
る

際
に
法
人
や
事
業
者
に
消
費
税
を
支
払
っ
て
い
る
が
、
そ
の

消
費
税
を
法
人
や
事
業
者
が
国
に
対
し
て
未
納
に
な
っ
て
い

る
割
合
が
か
な
り
高
い
そ
う
で
す
。
高
齢
化
社
会
に
対
し
て

の
十
分
な
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
資
金
が

な
け
れ
ば
前
進
し
ま
せ
ん
。
消
費
税
の
税
率
を
増
や
し
て
も

税
金
の
未
納
者
を
減
ら
さ
な
く
て
は
、
何
の
意
味
も
あ
り
ま

せ
ん
。
私
は
社
会
人
に
な
っ
た
ら
必
ず
税
金
を
納
め
て
最
低

限
の
国
民
の
義
務
を
果
た
し
、
近
い
将
来
や
っ
て
く
る
高
齢

化
社
会
の
対
策
や
家
族
、
地
域
社
会
の
幸
福
の
た
め
に
協
力

し
た
い
と
考
え
ま
す
。

税
と
私
と
の
出
会
い
は
幼
稚
園
入
園
よ
り
前
だ
っ
た
。
あ
る
日
、

母
と
買
い
物
に
行
っ
た
百
円
シ
ョ
ッ
プ
で
レ
ジ
の
表
示
が
百
五
円

に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
母
に
尋
ね
る
と
消
費
税
だ
と

言
う
。
納
税
は
国
民
の
義
務
で
あ
り
、
政
府
の
財
収
で
あ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
富
の
再
分
配
、
景
気
調
整
、
国
民
の
産
業
保
護
を
し

て
い
る
と
も
教
え
て
く
れ
た
。
幼
な
心
に
私
は
「
そ
ん
な
も
の
が

あ
る
の
か
。」
と
感
心
し
、
賢
い
方
法
だ
と
納
得
し
た
。
そ
の
四

年
後
、
小
学
校
に
入
学
し
教
科
書
が
無
償
で
配
布
さ
れ
た
こ
と
が
、

初
め
て
税
を
実
感
し
た
瞬
間
だ
っ
た
。

先
日
、
テ
レ
ビ
で
フ
ラ
ン
ス
に
は
「
ソ
ー
ダ
税
」
が
あ
る
と
放

送
し
て
い
た
。
国
民
の
肥
満
解
消
と
税
収
拡
大
を
目
的
と
し
て
糖

分
の
高
い
炭
酸
飲
料
に
導
入
さ
れ
た
そ
う
だ
。
こ
れ
を
知
っ
て
驚

い
た
と
と
も
に
な
る
ほ
ど
と
思
い
、
そ
の
新
鮮
味
に
興
味
を
ひ
か

れ
た
。
そ
こ
で
調
べ
て
み
る
と
世
界
に
は
こ
の
よ
う
な
変
わ
っ
た

税
金
の
例
は
ま
だ
あ
り
、
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
二
〇
一
一
年
に
「
脂

肪
税
」
が
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
ス
ナ
ッ
ク
菓
子
や
炭
酸
嗜
好
品
に

対
す
る
通
称
「
ポ
テ
チ
税
」
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
ル
ー
マ
ニ
ア
で

は
さ
ら
に
一
風
変
わ
っ
た
「
魔
女
税
」
の
導
入
が
検
討
さ
れ
て
い

る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
世
界
の
国
々
の
事
情
や
特
徴
を
生
か
し

た
税
は
と
て
も
ユ
ニ
ー
ク
で
興
味
深
い
。
反
対
意
見
も
あ
る
よ
う

だ
が
、
こ
れ
ら
は
不
自
然
な
も
の
で
は
な
く
、
時
代
の
流
れ
か
ら

生
ま
れ
た
も
の
だ
と
思
う
。
で
は
、
日
本
に
も
現
代
の
社
会
に
合

っ
た
税
を
つ
く
る
の
は
ど
う
か
。
税
収
拡
大
は
も
ち
ろ
ん
、
国
民

に
も
っ
と
興
味
を
持
っ
て
も
ら
い
、
今
後
の
国
を
考
え
る
き
っ
か

け
に
な
る
は
ず
だ
。
そ
こ
で
、
例
え
ば
何
を
課
税
の
対
象
と
す
る

か
。
一
つ
は
、
や
は
り
他
の
国
と
同
じ
よ
う
に
健
康
促
進
を
目
的

と
す
る
こ
と
。
食
生
活
の
欧
米
化
が
進
む
中
で
日
本
で
も
糖
尿
病

患
者
の
増
加
や
子
供
の
肥
満
化
な
ど
の
問
題
が
起
き
て
い
る
。
だ

か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
よ
う
に
「
ポ
テ
チ
税
」
を
か
け
る
の

も
よ
い
と
思
う
し
、
ま
た
、
肉
食
の
比
率
が
過
剰
に
高
ま
っ
て
い

る
の
で
肉
類
に
課
税
す
る
の
は
ど
う
か
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
と
、

課
税
の
対
象
と
な
っ
た
物
が
売
れ
な
く
な
る
と
言
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
れ
は
な
い
。
か
つ
て
タ
バ
コ
税
が
施
行
さ
れ
た
が

ま
だ
吸
う
人
は
た
く
さ
ん
い
る
。
課
税
す
る
の
は
、
食
べ
る
の
を

禁
止
す
る
た
め
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
減
ら
す
目
的
だ
。
ま
た
、

ゲ
ー
ム
に
税
を
つ
く
る
の
も
ど
う
か
と
思
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
は
私
個
人
の
意
見
だ
。
税
を
つ
く
る
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
立
場

の
人
た
ち
の
意
見
に
よ
っ
て
、
偏
り
の
な
い
平
等
な
も
の
に
し
な

い
と
い
け
な
い
。

た
だ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
減
税
と
い
う
道
も
あ

る
こ
と
を
。
例
え
ば
、
少
子
高
齢
社
会
を
迎
え
た
今
は
、
子
供
に

関
わ
る
税
を
減
ら
す
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
子
供
が
増

え
、
日
本
が
活
性
化
す
れ
ば
損
は
な
い
。
増
や
す
だ
け
で
な
く
減

ら
す
と
い
う
押
し
引
き
の
調
整
が
大
切
で
は
な
い
か
。

税
金
は
避
け
て
通
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
恩
恵
を
受
け
る

私
た
ち
は
真
剣
に
考
え
る
責
任
が
あ
る
。
ま
た
、
税
は
時
代
に
対

応
す
る
よ
う
変
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
を
担
う
私
た
ち

の
手
で
現
代
に
合
う
新
し
い
税
の
か
た
ち
を
築
い
て
い
き
た
い
。

「
税
金
の
お
か
げ
で
、
貴
方
達
は
、
今
、
こ
う
し
て
生
き
て

い
ら
れ
る
こ
と
に
感
謝
し
な
く
ち
ゃ
ね
」
と
普
段
と
は
、
異
な

る
真
顔
で
、
母
は
、
話
を
始
め
ま
し
た
。
近
く
の
コ
ン
ビ
ニ
で
、

買
い
物
を
し
た
折
の
、
消
費
税
の
支
払
い
額
へ
の
不
満
を
、
私

が
口
に
出
し
た
時
の
こ
と
で
す
。
私
は
、
未
熟
児
双
胎
児
と
し

て
こ
の
世
に
、
生
を
受
け
ま
し
た
。
生
ま
れ
た
直
後
か
ら
、
先

天
性
の
疾
患
を
、
い
く
つ
も
わ
ず
ら
い
、
長
い
月
日
を
、
病
院

の
中
で
経
て
き
た
そ
う
で
す
。
両
親
は
、
担
当
医
の
先
生
か
ら

い
く
つ
も
の
重
い
病
名
を
告
げ
ら
れ
た
時
に
、
こ
れ
か
ら
先
の

医
療
費
の
、
大
き
な
額
を
、
想
像
し
、
自
宅
を
手
放
す
覚
悟
も

し
た
そ
う
で
す
。
け
れ
ど
同
時
に
、
未
熟
児
養
育
医
療
給
付
制

度
と
い
う
、
制
度
が
あ
る
こ
と
も
、
教
え
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

こ
の
制
度
は
（
未
熟
児
性
が
あ
り
家
庭
保
育
が
、
困
難
な
た
め
、

入
院
費
を
必
要
と
す
る
未
熟
児
に
対
し
て
、
健
康
に
成
長
す
る

事
を
期
待
し
て
、
行
う
も
の
）
と
い
う
主
旨
で
、
内
容
は
、
診

察
、
医
療
的
処
置
、
治
療
費
の
支
給
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
こ
の

制
度
の
お
か
げ
で
、
両
親
は
所
得
に
応
じ
た
一
部
負
担
金
を
、

支
払
う
の
み
で
、
私
達
は
手
厚
い
治
療
を
受
け
ら
れ
た
そ
う
で

す
。
未
熟
児
か
ら
、
少
し
大
き
く
な
っ
た
後
の
治
療
の
期
間
は
、

育
成
医
療
給
付
制
度
に
お
世
話
に
な
り
、
大
き
な
手
術
を
、
二

度
受
け
、
小
学
校
に
入
学
す
る
頃
か
ら
は
、
小
児
慣
性
特
定
疾

患
医
療
給
付
制
度
と
い
う
も
の
に
助
け
ら
れ
、
無
事
に
中
学
生

に
な
れ
た
と
い
う
事
で
し
た
。
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
さ
れ
た
古
い
書

類
（
申
請
書
類
等
）
を
見
せ
て
も
ら
い
な
が
ら
、「
私
が
入
院

し
て
い
た
期
間
に
、
ど
れ
だ
け
の
税
金
を
使
わ
せ
て
頂
い
た
の

だ
ろ
う
。」
と
考
え
た
時
、
消
費
税
へ
の
不
満
を
言
っ
て
い
た

自
分
が
少
し
恥
ず
か
し
く
な
り
ま
し
た
。
又
父
が
そ
の
当
時
、

制
度
の
一
部
負
担
金
を
初
め
て
支
払
い
に
行
っ
た
時
、
負
担
金

の
額
の
低
さ
に
驚
き
、「
申
し
訳
な
い
。」
旨
の
話
を
し
た
ら
、

保
健
所
の
窓
口
の
人
は
、「
税
金
を
納
め
て
き
た
人
の
権
利
の

ひ
と
つ
な
の
だ
か
ら
、
気
に
せ
ず
に
、
今
は
子
供
さ
ん
が
良
く

な
る
事
だ
け
を
考
え
て
下
さ
い
。」
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

こ
の
時
、
父
は
、
そ
れ
ま
で
夫
婦
共
に
、
会
社
員
で
、
そ
の
納

税
額
の
多
さ
に
、
内
心
、
不
満
を
感
じ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、

突
然
、
自
分
が
沢
山
の
税
金
を
、
使
わ
せ
て
頂
く
立
場
に
な
り
、

あ
り
が
た
み
と
反
省
を
、
思
っ
た
そ
う
で
す
。
私
自
身
も
、
こ

の
日
を
機
会
に
、
税
金
の
事
に
つ
い
て
、
色
々
と
調
べ
て
み
ま

し
た
。
多
く
の
税
金
が
、
多
く
の
公
共
の
場
へ
使
わ
れ
て
い
る

と
い
う
事
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
働
く
人
々
の
義
務
と

し
て
納
め
ら
れ
て
い
る
日
本
の
税
金
制
度
。
け
れ
ど
も
、
近
い

将
来
、
超
高
齢
化
社
会
と
な
る
事
が
予
想
さ
れ
て
い
る
日
本
。

な
の
に
、
少
子
化
の
た
め
、
将
来
納
税
を
す
る
人
口
が
、
少
な

く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
現
実
。本
当
に
必
要
と
さ
れ
る
人
へ
、

大
切
な
税
金
が
届
く
様
、
私
達
は
今
、
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な

い
所
に
、
来
て
い
る
と
、
改
め
て
思
い
ま
し
た
。
私
個
人
の
、

考
え
と
し
て
は
、
近
い
将
来
、
税
率
が
上
が
る
事
は
仕
方
の
な

い
事
と
感
じ
ま
し
た
。
私
の
命
が
、
大
切
な
税
に
助
け
ら
れ
た

の
な
ら
、
次
の
誰
か
の
、
命
を
助
け
る
義
務
が
あ
る
と
、
思
っ

た
か
ら
で
す
。

最
近
ニ
ュ
ー
ス
や
新
聞
で
、「
消
費
税
の
引
き
上
げ
」
に
つ

い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
目
に
し
た
。
こ
れ
ま
で
５
％

だ
っ
た
消
費
税
を
、
徐
々
に
引
き
上
げ
て
い
く
と
い
う
内
容
ら

し
い
。
私
は
正
直
、「
消
費
税
引
き
上
げ
な
ん
て
嫌
だ
な
。」
と

思
っ
た
。
で
も
よ
く
考
え
て
み
た
ら
、
私
は
税
金
の
事
に
つ
い

て
何
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
知
っ
て
い
く
と
こ
ろ
か
ら
始
め

よ
う
と
思
い
、
調
べ
て
み
た
。

ま
ず
、
税
金
は
消
費
税
だ
け
で
は
な
く
所
得
税
、
法
人
税
な

ど
た
く
さ
ん
の
種
類
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
学
生
の
私
に
と

っ
て
、
一
番
身
近
な
税
は
消
費
税
だ
け
だ
っ
た
の
で
驚
い
た
。

そ
し
て
国
民
が
払
っ
て
い
る
た
く
さ
ん
の
税
金
の
上
で
、
私
は

生
活
し
て
い
た
の
だ
と
知
っ
た
。
例
え
ば
私
が
通
っ
て
い
る
中

学
校
も
、
税
金
で
建
て
ら
れ
て
い
る
し
、
毎
日
使
う
教
科
書
に

も
税
金
が
使
わ
れ
て
い
る
。他
に
も
上
下
水
道
や
道
路
の
整
備
、

ご
み
の
回
収
と
処
理
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
な
ど
、
私
た
ち
が
快
適

に
生
活
す
る
た
め
に
必
要
な
事
に
は
、
全
て
税
金
が
関
わ
っ
て

い
た
の
だ
。
嫌
な
存
在
と
だ
け
思
っ
て
い
た
税
金
が
、
あ
ら
ゆ

る
と
こ
ろ
で
、
日
々
私
た
ち
の
生
活
を
支
え
て
く
れ
て
い
た
な

ん
て
思
い
も
し
な
か
っ
た
。
私
た
ち
の
生
活
と
税
は
、
切
っ
て

も
切
れ
な
い
関
係
だ
っ
た
の
だ
。

そ
し
て
税
は
、
現
在
だ
け
で
な
く
私
た
ち
の
未
来
に
も
大
き

く
影
響
し
て
い
る
こ
と
も
知
っ
た
。
日
本
で
は
今
、
少
子
高
齢

化
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
も
し
こ
の
ま
ま
高
齢
者
が
増
え
続

け
れ
ば
、
当
然
介
護
サ
ー
ビ
ス
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
必
要

な
お
金
は
増
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
こ
と
は
若
者
が

減
っ
て
し
ま
う
と
、
将
来
的
に
若
者
一
人
あ
た
り
の
税
金
の
負

担
は
と
て
も
大
き
く
な
っ
て
し
ま
う
。
今
の
日
本
の
税
金
制
度

の
ま
ま
だ
と
、
そ
う
し
た
こ
と
に
対
応
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま

う
の
だ
。

少
子
高
齢
化
な
ど
に
も
関
連
し
て
今
、
日
本
で
は
税
が
ど
う

在
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
た
く
さ
ん
の
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
部
の
国
の
偉
い
人
た
ち
の
間
で
だ
け
、

と
い
う
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
と
思
う
。
日
本
と
い
う
国
の
一

員
で
あ
る
以
上
は
、
た
と
え
、
私
の
よ
う
な
学
生
に
だ
っ
て
考

え
る
義
務
は
あ
る
と
思
う
。
な
の
で
私
は
考
え
て
み
た
。

ま
ず
、「
消
費
税
の
引
き
上
げ
」
に
つ
い
て
は
反
対
派
も
多

数
い
る
が
、
私
は
や
む
を
得
な
い
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
最
初
は

嫌
だ
と
い
う
気
持
ち
し
か
な
か
っ
た
が
、
税
の
事
を
調
べ
て
い

く
う
ち
に「
国
民
の
み
ん
な
が
快
適
な
暮
ら
し
を
す
る
た
め
に
、

税
は
あ
る
ん
だ
。」
と
思
え
た
の
で
、
考
え
が
変
わ
っ
て
い
っ

た
。
も
し
私
の
よ
う
に
、
税
の
事
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
ま

ま
消
費
税
引
き
上
げ
に
反
対
し
て
い
た
人
が
い
る
な
ら
ば
、
こ

れ
を
き
っ
か
け
に
税
の
事
を
調
べ
て
み
て
ほ
し
い
と
思
う
。

「
少
子
高
齢
化
と
税
金
」
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
解
決
策
は

出
な
い
が
、
と
に
か
く
国
民
一
人
一
人
が
考
え
て
み
る
こ
と
が

大
切
だ
と
私
は
思
う
。

最
後
に
。
国
民
全
員
が
負
担
し
て
い
る
税
金
が
、
よ
り
良
い

日
本
の
未
来
の
た
め
に
使
わ
れ
、
決
し
て
間
違
っ
た
使
い
方
を

さ
れ
な
い
よ
う
に
、
切
に
願
い
た
い
。

松
戸
市
議
会
議
長
賞
 

『
新
し
い
税
の
時
代
』

小
金
南
中
学
校

3
年

中な
か

台だ
い

千ち

智さ
と

さ
ん

松
戸
市
長
賞
 

『
高
齢
化
と
税
』

専
修
大
学
松
戸
中
学
校

3
年

仲な
か

村む
ら

美み

里さ
と

さ
ん

松
戸
市
教
育
委
員
会
教
育
長
賞
 

『
税
と
私
た
ち
の
未
来
』

第
二
中
学
校

3
年

吉よ
し

永な
が

か
れ
ん
さ
ん

松
戸
市
教
育
委
員
会
委
員
長
賞
 

『
税
金
の
大
切
さ
』

新
松
戸
南
中
学
校

3
年

荻お
ぎ

結ゆ
う

風か

さ
ん

中学生の 「税についての作文」 優秀作品 平成25年度 

加　藤　久美子 

仙　波　悠　太 

小　椋　巴　絵 

前　島　芳　子 

鈴　木　友　梨 

林　　　浩　平 

税のあるべき姿 

笑顔をつくる税 

身の周りの税 

私たちの暮らしを支える税金 

社会人として生きるために 

さん 

さん 

さん 

さん 

さん 

さん 

（ 

（ 

（ 

（ 

（ 

（ 

） 

） 

） 

） 

） 

） 

第 六 中 学 校  

小 金 中 学 校  

第 一 中 学 校  

第 三 中 学 校  

新松戸南中学校 

第 一 中 学 校  

さん 

さん 

さん 

さん 

さん 

宮　島　拓　海　 

黒　沢　有　沙 

今　石　　　玄 

小　澤　舞　奈 

長　嶋　未　央 

（ 

（ 

（ 

（ 

（ 

常 盤 平 中 学 校  

第 四 中 学 校  

小 金 北 中 学 校  

聖徳大学附属女子中学校 

第 六 中 学 校  

） 

） 

） 

） 

） 

一冊の教科書 

未来を見据えて 

税金と私たち 

税金は共生社会の必要経費 

税金の大切さについて 

デトロイトの破綻から税金について考える 

 か  とう く み こ 

 せん  ば ゆう  た 

 お  ぐら とも  え 

 まえ  じま よし  こ 

 すず  き ゆ  り 

 はやし   こう  へい 

 みや  じま たく  み 

 くろ  さわ あり  さ 

 いま  いし 　  げん 

 お  ざわ まい  な 

 なが  しま み  お 

優 秀 賞 優 秀 賞 

松戸市では次代を担う中学生の皆さんから、今年度も「税についての作文」
の募集を行いました。
これは、中学生の皆さんに税に対する正しい知識を持ってもらうために、

租税教室の開催と併せて、家庭・学校で学んだ税に関すること、マスコミ報
道で知った税の話題などをテーマとした作文を書くことにより、税に対する
理解を深めていただくことを目的として実施しています。

今年度は、市内22校から、3,679点の応募がありました。この中から
厳正な審査の結果、市長賞をはじめ議長賞、教育委員会委員長賞、教育長賞
などの優秀作品15点を選考し、賞状および記念品を贈呈しました。
平成26年度も9月初旬に作品の募集を予定していますので、市内の中学

生の皆さんからの募集をお待ちしています。
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